
財政上の支援措置の改善提案に対する協議の結果（論点シート）
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文部科学省
研究振興局研
究振興戦略官
付

C

 従来バイオバンクの取組については、バイオバンクジャパン、ナショナ
ルセンターバイオバンクネットワーク、東北メディカルメガバンク等におい
て進められてきたが、健康・医療分野の政府方針として定められた「健
康・医療戦略」（平成25年6月14日関係大臣申合せ）において、「バイオ
バンクの取組において、各事業から国民・社会に還元される研究成果を
明確にし、当該成果が効率的・効果的に創出されるよう、課題の検討及
び各事業の相互連携を推進する」こととされたところである。これを受け
て、文部科学省としては、バイオバンク間の連携を構築することとしてい
るところである。さらに、新たな研究推進体制として、６つの国立高度専
門医療研究センターと共同研究を行い、介入型臨床試験及び検体の共
同解析を実施するとともに、全国規模の臨床試験グループと連携して、
既存検体の移譲、ダブルバンキング、ゲノム付随研究を実施する予定で
ある。このような中で、個別のバイオバンクを支援する新たな制度の創
出は困難である。

厚生労働省
健康局がん対
策・健康増進
課

C

　バイオバンクの取組については、健康・医療分野の政府方針として定
められた「健康・医療戦略」（平成25年6月14日関係大臣申合せ）におい
て、「バイオバンクの取組において、各事業から国民・社会に還元される
研究成果を明確にし、当該成果が効率的・効果的に創出されるよう、課
題の検討及び各事業の相互連携を推進する」こととされたところである。
これを受けて、文部科学省を中心とした取組が政府全体で進められて
いるところであり、このような中で、個別のバイオバンクを支援する新た
な制度を創出することは困難である。

文部科学省
研究振興局研
究振興戦略官
付

C

　バイオバンクにおける組織病理検体の品質管理に関しては、「科学技
術イノベーション総合戦略2014」（平成25年6月7日閣議決定）の詳細工
程表において、「疾病克服に向けたゲノム医療実現化プロジェクト」の取
組として、平成26年度及び27年度に「日本病理学会との協同による組織
病理取扱規定の共同策定、病理標準化センターの設置、組織病理品質
管理研修の実施」を行うことが定められたところである。政府において
は、今後、当該記載も踏まえながら、バイオバンクにおける組織病理検
体の品質管理の推進方策について検討することとしている。しかしなが
ら、前回書面協議における当省回答のとおり、個別のバイオバンクにお
ける取組について新たな支援制度を創出することは困難である。

厚生労働省
健康局がん対
策・健康増進
課

C

　バイオバンクにおける組織病理検体の品質管理に関しては、「科学技
術イノベーション総合戦略2014」（平成25年6月7日閣議決定）の詳細工
程表において、「疾病克服に向けたゲノム医療実現化プロジェクト」の取
組として、平成26年度及び27年度に「日本病理学会との協同による組織
病理取扱規定の共同策定、病理標準化センターの設置、組織病理品質
管理研修の実施」を行うことが定められたところである。これを受けて、
文部科学省を中心とした取組が政府全体で進められているところであ
り、前回書面協議における当省回答のとおり、個別のバイオバンクにお
ける取組について新たな支援制度を創出することは困難である。

1回目 C

 応募された研究課題については、「厚生労働省の科学研究開発評価に
関する指針」（平成22年11月11日科発1111第2号大臣官房厚生科学課
長通知）に基づき、外部の専門家で構成する評価委員会において、あら
かじめ公表された評価方法により、客観的かつ学術的な審査を行い、採
択の可否等を決定しており、優先的に採択する等の対応はできない。

d

　お示し頂いた回答については了解いたしました。
ただし、免疫アジュバントのような新規化合物の研究においては、本事業の１年という研究期間は、
動物を用いた非臨床試験を行うのに十分な期間ではないため、不十分であると考えます。
このため、次年度以降につきましては、公募の際、研究期間を複数年度とする等、期間の拡充につ
いて、ご検討いただきますようお願いいたします。

　厚生労働省から、優先的採択はできない、と回答されて
いるところであるが、指定自治体の要望は個別事業の優先
的採択ではなく、厚生労働科学研究委託事業における事
業計画の期間拡充に関するものであるため、厚生労働省
において内容を再度確認し、的確に回答すること。

Ⅳ

2回目 C

　本事業は企画競争により選定された研究課題について、国と研究機
関が委託契約を締結し、実施するものである。会計年度独立の原則か
ら単年度契約となるが、公募要項に記載しているとおり、複数年（３年ま
で）の研究計画書を作成し、提出することは可能である。ただし、複数年
の研究計画書を提出した場合であっても、中間評価を毎年度実施する
こととしており、中間評価結果によっては契約打ち切りとなることがあ
る。

a 　複数年（３年まで）の研究計画書を作成し、提出することは可能である旨、了解いたしました。
　厚生労働省から、複数年の研究計画書を提出することが
可能であるとの回答が示され、指定自治体が了解している
ことから協議終了。

Ⅴ

1回目 C

 ワクチン開発に係る公募課題については、予防接種基本計画に基づ
き、国がワクチンの研究開発を推進することとされたことを受け、研究課
題として選定したものである。また、厚生労働科学研究委託費新興・再
興感染症に対する革新的医薬品等開発推進研究事業については、競
争的な研究環境の形成を行い、厚生労働科学研究の振興を一層推進
する観点から、厚生労働省のホームページ等を通じて研究課題を募集
している。研究課題の採択については、外部の専門家からなる事前評
価委員会において専門的・学術的観点等からの総合的な評価を経て決
定することとしている。このため、ご要望の事業を優先的に採択すること
は困難である。

c

　ワクチン開発に係る公募課題については、予防接種基本計画に基づき、国がワクチンの研究開
発を推進することとされたことを受け、研究課題として選定したものであるということについては承知
いたしました。
ただし、インフルエンザの感染者数が例年推定約１０００万人にも上ることを踏まえると、インフルエ
ンザ感染症対策には、ワクチンによる事前準備に加え、感染後の抗ウイルス薬による治療も非常に
重要であると考えます。
このため、次年度以降については、必要に応じて国の計画等に位置付けた上で、抗ウイルス薬開
発も同事業の公募課題の一つに是非、加えて頂きますよう特段のご配慮をお願いいたします。

　厚生労働省から、ホームページ等を通じて研究課題を募
集しており、また、優先的採択はできない、と回答されてい
るところである。
　しかし、指定自治体の要望は抗ウイルス薬開発に関する
研究を公募対象とすることであるが、当該研究は、ワクチン
開発に限定している現在の公募課題においては研究課題
として選定され得ないと解する。
　そのため、厚生労働省において、新たな公募課題の選定
の検討や研究課題の対象拡充等、当該研究が厚生労働科
学研究委託費の対象となるための条件を示すこと。

Ⅳ

2回目 C
　来年度の厚生科学研究委託費の対象となる公募課題については、健
康・医療戦略及び医療分野研究開発推進計画に基づき、既存の採択課
題の進捗状況等を踏まえ、外部の有識者の意見を聞きつつ、決定され
るものである。

a
　来年度の厚生科学研究委託費の対象となる公募課題については、健康・医療戦略及び医療分野
研究開発推進計画に基づき、既存の採択課題の進捗状況等を踏まえ、外部の有識者の意見を聞
きつつ、決定される旨、了解いたしました。

　厚生労働省から、厚生科学研究委託費の対象となる公
募課題の決定方法について回答が示され、指定自治体が
了解していることから協議終了。

Ⅴ

　厚生労働省及び文部科学省から、バイオバンクにおける
取組みについて新たな支援制度を創出することは困難であ
るとの見解が示され、指定自治体が了解していることから
協議終了。

Ⅴ

拡充

本事業の目標である新規抗ウイルス
薬の創出に必要不可欠な物品購入
と人件費のための経費として、当該
事業の活用を検討していますが、公
募対象がワクチン開発に限定されて
いるため、抗ウイルス薬開発も開発
対象として研究課題の拡充につい
て、特段のご配慮をお願いいたしま
す。

内閣府記載欄

［Ⅰ：実現が可能となったもの　Ⅱ：実現に向けて概算要求等の検討
がなされるもの　Ⅲ：要望内容の実現に向けて、条件や代替案等を
検討し協議を継続して行うもの　Ⅳ：見解の相違があり、要望実現の
方向性を導けるよう、引き続き協議を継続して行うもの、または見解
の相違により、協議を一旦終了するもの　Ⅴ：自治体が再検討を行

うもの、または提案の取り下げを行うもの］

56 国際 2
つくば国際
戦略総合特
区

本事業の遂行にあたっては、ヒト試
料が必要不可欠である。ヒト試料の
患者情報を匿名化して採取施設外に
提供するヒト組織バイオバンクセン
ターの事業は日本において初の試み
であり、本事業における重要性が高
いだけでなく他分野においても需要
が大きい。しかし、現在バイオバンク
の予算を措置する制度がないことか
ら新規に開設して頂くことについて、
特段の配慮をお願いいたします。

つくば生物医学資
源を基盤とする革新
的医薬品・医薬技
術の開発

発癌の原因となるがん幹細胞をターゲットとした
抗体医薬を開発する。つくばヒト組織バイオバン
クセンターで収集・管理されている詳細な臨床
情報が付帯した試料を利用して、がん組織を構
成するがん幹細胞の特徴、薬剤抵抗性の機序
を明確にして標的分子を探索する。

筑波大学、
産業技術総
合研究所、
エーザイ
（株）

文部科学省
厚生労働省

新規

1回目

2回目

国と地方の協議【書面協議】担当省庁の見解

［Ａ：概算要求等として引き続き検討（全国展開、特区含む）、Ｂ：現行制度で対応可能、Ｃ：対応しない、Ｚ：自治体が検討］

国と地方の協議【書面協議】指定自治体の回答

［ａ：了解、ｂ：条件付き了解、ｃ：受け入れられない、ｄ：その他］

c

 今後、既存のバンクの統合を図り、組織全体の再構築を検討中のため、個別のバンクを支援する
制度の創出は困難であるという見解は十分に理解いたしました。
しかし既存のバイオバンクにおいて、バンキングする試料の品質管理は不十分であり、作業マニュ
アルの整備についても、今後の重要な検討課題になると考えます。全国的に大学病院を中心にバ
イオバンクの構築が進められていますが、品質管理や施設外に分譲する仕組みについての検討は
殆ど進められておりません。これまでに進められてきたバイオバンクの次のステップとしてバンキン
グ試料に関する品質管理の検証を行うことに加えて、施設外に分譲する仕組み作りを行うことで、
既存の公的バンクの活性化を図ることができると考えています。
筑波大学ヒト組織バイオバンクではすでに昨年の11月から高度な品質管理の下、他施設（一般企
業を含む）への試料の分譲を行っております。
収集試料について収集法や管理方法、高品質を保った保存法などの検証を行うことの重要性につ
いて、特段のご配慮を頂いた上で、それを支援する競争的資金等の制度を新規に創設して頂ける
よう、是非ともご検討を頂ければと存じます。

　厚生労働省及び文部科学省から、「健康・医療戦略」を受
けた取組を推進していることを理由に、個別のバイオバンク
を支援する新たな制度の創出は困難、と回答されていると
ころである。
　一方、「筑波大学ヒト組織バイオバンクセンター」から説明
のあった試料収集及び管理方法並びに適切な保存方法等
の検証・基準策定の必要性については、前回対面協議に
おいても確認されたと認識している。
　そのため、既存の競争的資金又は新規制度において、上
記検証・基準策定に係る研究を公募対象とすることの可否
や条件・代替案について、引き続き協議を行うこと。

Ⅳ

　個別のバイオバンクにおける取組について新たな支援制度を創出することは困難である旨、了解
いたしました。a

57 国際

58 国際 2
つくば国際
戦略総合特
区

つくば生物医学資
源を基盤とする革新
的医薬品・医薬技
術の開発

厚生労働科学
研究委託事業

拡充

現行の運用では単年度の事業計画
となっておりますが、本研究で検討を
行う免疫アジュバントについては新
規の化合物であり、動物を用いた非
臨床試験を行う十分な期間ではない
と考えます。本事業の研究期間の拡
充について、特段のご配慮をお願い
いたします。

厚生労働省
健康局がん対
策・健康増進
課

厚生労働省
健康局結核感
染症課

2
つくば国際
戦略総合特
区

つくば生物医学資
源を基盤とする革新
的医薬品・医薬技
術の開発

既存の抗インフルエンザウイルス薬は、変異率
の高いウイルス遺伝子を標的としたものが主体
であり、薬剤耐性株が出現しやすい。この問題
を克服する一案として、変異を抑制しながらウイ
ルスの増殖を阻害することが可能な新規抗ウイ
ルス薬を開発することが挙げられる。
これまで、ウイルス複製酵素の立体構造を基盤
としたin silicoスクリーニングを活用して、複製酵
素を阻害する化合物を同定した。この化合物の
誘導体を合成し、より良いリード化合物を創出
することを目的とする。

筑波大学
エーザイ
（株）
（独）産業技
術総合研究
所
東京都医学
総合研究所
横浜市立大
学
国立感染症
研究所

厚生労働省
厚生労働科学
研究委託費

厚生労働省
科学研究費
補助金　新
興・再興感
染症に対す
る革新的医
薬品等開発
推進研究事
業

筑波大学､
産業技術総
合研究所、
セルメディ
シン

厚生労働省
厚生労働科
学研究委託
事業

陽子線などによるがんを狙い撃ちする局所的放
射線治療と、治療後に残るがん抗原を利用した
全身的がん免疫療法を融合したロコ・システミッ
ク融合がん治療法を実現する。本事業では体
内でがん免疫反応を誘導するために投与する
新規ナノ粒子アジュバンドを開発する。



財政上の支援措置の改善提案に対する協議の結果（論点シート）
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内閣府記載欄

［Ⅰ：実現が可能となったもの　Ⅱ：実現に向けて概算要求等の検討
がなされるもの　Ⅲ：要望内容の実現に向けて、条件や代替案等を
検討し協議を継続して行うもの　Ⅳ：見解の相違があり、要望実現の
方向性を導けるよう、引き続き協議を継続して行うもの、または見解
の相違により、協議を一旦終了するもの　Ⅴ：自治体が再検討を行

うもの、または提案の取り下げを行うもの］

国と地方の協議【書面協議】担当省庁の見解

［Ａ：概算要求等として引き続き検討（全国展開、特区含む）、Ｂ：現行制度で対応可能、Ｃ：対応しない、Ｚ：自治体が検討］

国と地方の協議【書面協議】指定自治体の回答

［ａ：了解、ｂ：条件付き了解、ｃ：受け入れられない、ｄ：その他］

1回目 C

　本補助制度は、地域による新規企業の立地促進の基盤形成を支援す
ることで産業集積の促進と地域経済活性化を図ることを目的とするもの
であり、地域の新規創業企業や新分野に進出を考える中小企業等に低
廉な賃料等で広く利用してもらうための共用施設（貸工場、貸事業場）等
の整備事業を補助対象としている。補助対象に「工場」「事業所」を加え
ることは、特定の企業又は特定の企業グループが補助対象施設等を独
占的に利用することになるため、「基盤形成」という本補助金の目的に合
致しないことから認めることは困難（なお、例えば事業協同組合が整備
した貸工場・貸事業場について、独占的とならない範囲において組合の
所属企業に利用させることは可能。）。
　また、本補助制度は自治体で作成した企業立地促進法の基本計画に
基づき地域が主体的に取り組む事業に対する支援のため、事業実施主
体に一定の負担を求める必要があり、また、被災地向けや中小企業向
けといった他の補助制度とのバランスも踏まえれば、補助率のかさ上げ
（10/10）は困難。

c

　高度な製造技術や品質保証能力が求められる航空宇宙産業において、中小企業が一体となった
材料調達から部品加工・組立・検査までの「一貫生産体制」を構築することにより、より効率的な生
産、部品供給が期待され、それによるコスト削減、納期短縮などの結果として、他分野への生産拡
大、他産業からの新規参入など、この産業の国際競争力の強化に資することとなる。また、事業協
同組合へ参画する一定の技術レベルを有する中小企業が一地域に集積し、共同した「一貫生産体
制」を確立することは、本補助制度の目的を達成するために、より効果的である。このような理由か
ら、組合員企業の使用しない期間に、他事業者へ工場等を貸し出すことを妨げるものではないこと
としたうえで、航空宇宙産業の事業協同組合員企業が優先的に利用することについて許容願いた
い。
　また、本補助制度における補助率の考え方については理解しております。しかし、航空宇宙産業
では、設備等初期投資に多額の費用を要し、長期的な計画により採算性を考える必要があるため、
特定の産業分野における補助率のかさ上げについての特例を設けるなど、航空宇宙産業の中小
企業への初期投資の負担をできる限り軽減することを配慮願いたい。（本補助制度の主旨により、
事業実施主体に一定の負担を求めることから、当該補助率である1/2以内から2/3や3/4以内に配
慮願いたい）

　経済産業省より、補助率のかさ上げについては、他の補
助制度とのバランスを考慮すると対応できない、と回答され
ているところであるが、指定自治体より、航空宇宙作業の
特殊性（初期投資に多額の費用が必要、長期的なスパン
で採算性を検討することが必要）を考慮し再検討するよう要
請があったため、経済産業省において対応の可否や条件・
代替案について、引き続き検討を行うこと。
　また、経済産業省より、貸工場・貸事業所について独占
的にならない範囲で航空宇宙産業の事業協同組合員が利
用することは可能である、と回答されているところである
が、指定自治体より、認めてもらいたい具体的な事例（組
合員企業の使用しない期間であれば他事業者への貸し出
しを妨げるものではない）の提示、検討要請があったため、
経済産業省において引き続き検討を行うこと。

Ⅳ

2回目 C

　「組合員企業の使用しない期間に、他事業者へ工場等を貸し出すこと
を妨げるものではないこととしたうえで、航空宇宙産業の事業協同組合
員企業が優先的に利用することについて許容願いたい。」とのことであ
るが、事業協同組合員企業の優先的な利用を認めることは共用施設
（貸工場、貸事業場）の運営主体が自らの組織に所属する特定の企業
を優遇することとなり、実質的に特定の企業グループの個別支援と変わ
らなくなってしまうことから、不特定多数の中小企業等に広く利用しても
らうための共用施設等を整備することを目的とする本補助金の趣旨に反
するため、認めることは困難。
　また、本補助金の支援対象は既に航空宇宙産業や医療産業等の戦
略産業に限定されており、その中で初期投資に多額の費用を要し、長
期的な計画により採算性を考える必要がある分野は航空宇宙産業に限
られるものではない。他の補助金制度においても航空宇宙産業のみの
補助率をかさ上げしているものは見受けられず、被災地向けや中小企
業向けといった他の補助制度とのバランスも踏まえれば、補助率のかさ
上げは困難。

c

　本補助事業の目的は、「成長分野に属する新規企業の立地促進等による産業集積の形成及び活
性化に資する施設又は機器を整備する」ものであり、当該成長分野における事業協同組合が設立
された地域においては、この目的の前段は達成されつつあるものとして、後段にある「活性化に資
する施設又は機器の整備」を主な目的としても本補助事業の主旨には反しないものと考えます。つ
まり、当該補助事業者である事業協同組合が整備した共用施設（貸工場、貸事業場）の運営につい
て、不特定多数の中小企業等にも広く利用してもらうためのものとも考えますが、当該事業協同組
合の企業が優先的に利用することは、整備された施設等が当該成長分野の活性化に資することに
効果的であると考えられます。また、当地域では、国際戦略総合特区「アジアNo.1航空宇宙産業ク
ラスター形成特区」の特定国際戦略事業として、事業協同組合による「関連中小企業の効率的な生
産・供給体制構築事業」を実施しており、中小企業による航空宇宙産業の活性化に不可欠な複数
企業による一貫生産体制を構築するためには、有機的に連携する事業協同組合によりその実施拠
点を整備し、その組合員企業がその施設等を利用することは、必要不可欠なものと考えます。
　さらに、本補助事業は、国の成長戦略の牽引となる成長分野に特化した事業であり、「中小企業・
小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業」における補助率（３分の２）の例のように、本補
助事業の補助率（２分の１）よりも高い補助事業もあります。そのため、本補助事業の補助率のかさ
上げは必ずしも他の補助事業とのバランスを欠いたものではないと考えます。

　経済産業省より、補助金の趣旨から共用施設（貸工場、
貸事業所）を航空宇宙産業の事業協同組合員企業に優先
的に利用させることは困難、また、他の補助制度とのバラ
ンスを考慮し補助率のかさ上げは困難、との見解が示され
たが、指定自治体はこれら２点（事業協同組合員企業の優
先的利用、補助率かさ上げ）について、引き続き協議を要
望している。しかし、協議を継続するには、経済産業省、指
定自治体それぞれが主張する内容、根拠等を整理、検証
する必要があり、今回の協議の中で結論を得ることは時間
的に困難であるため、一旦協議を終了する。

Ⅳ

1回目 C

　高年齢雇用継続給付は、全国の労働者及び使用者の方々から一律
に頂いた保険料を原資として、全国一律の給付水準で運営している。ご
提案のように、特定の地域に偏重して高年齢雇用継続給付を上乗せ支
給すると、保険事故以外の事由により給付内容に差が生じ、不公平な
制度となるため、その他の地域で保険料を負担している人々の理解が
得られず、実現は困難である。
　なお、高年齢雇用継続給付の支給要件については、雇用保険料を負
担する労使の代表による議論を経て適切とされた水準に設定しているも
のである。

d
　航空機産業は、今後高い成長の見込まれる産業であり、特に航空機の開発サイクルが長いこと
から、人材育成のための指導者を確保することも課題である。そのため高年齢者を最大限活用す
ることが必要であり、航空機産業の特殊性を御理解いただきたい。今年度は、事業者において現行
の制度を活用することとするが、今後更なる制度拡充について検討・協議したいと考える。

　厚生労働省より、高年齢雇用継続給付は全国一律の給
付水準で運営しており特定の地域に偏重して上乗せ支給
すると不公平な制度となってしまうため要望の実現は困難
である、と見解を示されているところであるが、指定自治体
より、航空機の開発サイクルの長さから高年齢者を最大限
活用することが必要となる航空機産業の事情を考慮するよ
う要請があった。
今後、指定自治体および厚生労働省は、それぞれの回答
を踏まえ、他の手段等を含め検討し、別途協議を行ってい
くこと。

Ⅳ

2回目

1回目 B

【キャリア形成促進助成金】
　キャリア形成促進助成金は、本年３月から政策課題対応型訓練の成
長分野等人材育成コース等の一部のメニューで大企業も助成対象とす
る制度改正を行ったところである。

【キャリアアップ助成金（人材育成コース）】
　キャリアアップ助成金（人材育成コース）については、企業規模が小さ
くなるほど非正規雇用労働者の訓練の実施割合が低くなる傾向がある
ことから、中小企業の助成率をより手厚くしているものである。
　また、平成26年3月に助成額の上限を引き上げる見直しを行ったところ
であり、この改定により、従前までの大企業に対する経費助成上限額
（15万円)が20万円（従前までの中小企業に対する経費助成限度額と同
額）となった。

d
　航空機製造は人材不足が大きく懸念されており、人材の確保と、安全性に関わる航空機の製造を
担える人材の育成のため、これらに係る助成は重要と考える。今年度は、キャリア形成促進助成
金、キャリアアップ助成金（人材育成コース）ともに、改正後の制度を活用することとするが、今後更
なる制度拡充について検討・協議したいと考える。

　厚生労働省より、助成金の一部メニューにて大企業も助
成対象とする制度改正を行ったところであり現行制度で対
応可能、と見解を示されているところであるが、指定自治体
より、航空機産業における人材不足を懸念して更なる制度
拡充の要請があった。
今後、指定自治体および厚生労働省は、それぞれの回答
を踏まえ、他の手段等を含め検討し、別途協議を行ってい
くこと。

Ⅳ

2回目

経済産業省

対内直接投
資等促進地
域経済活性
化事業（企
業立地促進
基盤整備事
業）

拡充

川崎岐阜協同組合員グループにおいて整備中
の表面処理等の共同利用設備を活用し、航空
機部品製造に係る中小企業の効率的な生産・
供給体制を構築のために不可欠となる材料供
給工場をテクノプラザ内に整備する。

川崎岐阜協
同組合及び
組合員で構
成されるプ
ロジェクト
チーム

高度な技能や特殊工程についての知識・技能
を持つ航空機関連の生産職人材の育成・雇用
を図る。

航空機関連
企業（雇用
主）

高年齢雇用
継続給付金

キャリア形
成促進助成
金
キャリア
アップ助成
金

　事業協同組合自体が事業主体になる
場合など事業の多様化に対応するとと
もに、中小企業の競争力の強化を図る
ため、補助事業に「工場、事業所」を追
加し、補助率のかさ上げを図る。

経済産業省
産業施設課

対内直接投資
等促進地域経
済活性化事業
（企業立地促
進基盤整備事
業）

拡充

現在、定年延長や再雇用制度によ
り、高齢者を継続雇用している場合、
その労働者は「高年齢雇用継続給付
金」を受給できるが、雇用される企業
から支払われる賃金が満60歳到達
前の75％以下でなければ給付金は
支給されず、また、当該給付金を満
額受給するためには、継続雇用時の
賃金が満60歳到達前賃金の61％以
下に低下していること等が要件とな
る。この要件を以下のとおり廃止、緩
和することを要望する。
①現在の「高年齢雇用継続給付金」
制度における支給要件である、「継
続雇用される企業から支払われる賃
金が満60歳到達前の75％以下でな
ければならない」という要件を廃止、
継続雇用する企業が満60歳到達時
賃金の75％以上を支給する場合にも
給付金が受給できるようにする。
②「60歳到達時の賃金月額が
448,200円を超える場合は60歳到達
時の賃金月額を448,200円とする」と
いう要件を廃止する。
③「賃金＋給付金の合計が341,542
円を超える場合、給付金は（341,542
円-支給対象月の賃金）円」という要
件を「賃金＋給付金の合計が60歳到
達時の賃金月額を超える場合、給付
金は（60歳到達時の賃金月額-支給
対象月の賃金）円」に緩和する。

厚生労働省
職業安定局雇
用保険課

高年齢雇用継
続給付

拡充

航空機産業は、他業種と比較して、
工程が多くかつスキルレベルが高度
であるが、少量多品種生産のため、
生産現場では手作業が多く、多数の
生産職が必要となる。しかし、高度な
技能や特殊工程についての知識・技
能を持つ生産職の採用は、日本を代
表する航空機メーカーにおいても容
易ではなく、人材の確保・育成に慢
性的に苦慮しているのが現状であ
る。そうした中、今後、ボーイング７８
７の増産が見込まれるなど、生産職
の確保について、さらに懸念される
状況にあることから、生産職人材の
育成・雇用に対する支援を行う必要
がある。
　このため、正規労働者対象の「キャ
リア形成促進助成金」について、対
象事業主に大企業を追加するととも
に、非正規労働者対象の「キャリア
アップ助成金」について、大企業の助
成単価を中小企業と同じ額に引き上
げる。

【キャリア形成
促進助成金】
厚生労働省
職業能力開発
局育成支援課

【キャリアアッ
プ助成金（人
材育成コー
ス）】
厚生労働省
職業能力開発
局実習併用職
業訓練推進室

・キャリア形成
促進助成金

・キャリアアッ
プ助成金　（人
材育成コース）

国際 厚生労働省5

アジアNo.1
航空宇宙産
業クラス
ター形成特
区

人材育成・確保推
進事業

93 国際 5

アジアNo.1
航空宇宙産
業クラス
ター形成特
区

関連中小企業の効
率的な生産・供給体
制構築事業

94 国際 5

アジアNo.1
航空宇宙産
業クラス
ター形成特
区

人材育成・確保推
進事業

航空機関連企業において若手労働者への技能
継承面でも重要な役割を果たすベテラン労働者
（高齢者）の継続的な雇用を図る。

航空機関連
企業（雇用
主）

厚生労働省
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財政上の支援措置の改善提案に対する協議の結果（論点シート）

整理
番号

国
際・
地域
の別

指定
No

総合特区名
称

事業名 事業内容 実施主体 所管省庁名 国の制度名
新規
拡充

新規・拡充内容 回数 対面協議

担当省庁・担
当課

国の予算制度
名等

対応 実施時期
理由・根拠となるデータ・法令解釈・条件／代替案の内容とその妥当性・

論点など
※対応の但し

書き
対応 理由等 内閣府コメント

内閣府
整理

内閣府記載欄

［Ⅰ：実現が可能となったもの　Ⅱ：実現に向けて概算要求等の検討
がなされるもの　Ⅲ：要望内容の実現に向けて、条件や代替案等を
検討し協議を継続して行うもの　Ⅳ：見解の相違があり、要望実現の
方向性を導けるよう、引き続き協議を継続して行うもの、または見解
の相違により、協議を一旦終了するもの　Ⅴ：自治体が再検討を行

うもの、または提案の取り下げを行うもの］

国と地方の協議【書面協議】担当省庁の見解

［Ａ：概算要求等として引き続き検討（全国展開、特区含む）、Ｂ：現行制度で対応可能、Ｃ：対応しない、Ｚ：自治体が検討］

国と地方の協議【書面協議】指定自治体の回答

［ａ：了解、ｂ：条件付き了解、ｃ：受け入れられない、ｄ：その他］

経済産業省
産業技術環境
局大学連携推
進課

Z
　6月6日に実務者協議を行った結果、現時点では具体的な研究テーマ
が定まっておらず、支援の内容が不明確であり、既存の事業で対応可
能な場合も考えられるため、自治体にて事業内容を検討することとなっ
た。

d
　今年度中に、大学や企業等から研究プロジェクトや施設の利活用について公募を開始する予定
であり、具体的な案件については、今後、応募状況に応じて関係省庁に個別協議させていただくこ
ととしたい。

　経済産業省から、提案の具体的な内容が定まっていな
かったため、指定自治体が内容を具体化すべきであるとの
見解が示され、指定自治体が了解していることから協議を
終了する。指定自治体は提案内容が具体化された段階
で、必要に応じて経済産業省と個別事業ごとに協議するこ
と。

Ⅴ

文部科学省
科学技術・学
術政策局産業
連携・地域支
援課

Z
 指定自治体と対面協議を行い、提案内容について協議を行ったが、具
体的な内容が定まっていなかった。このため、指定自治体におかれて
は、内容の具体化をした後に、再度御相談いただきたい。

d
　今年度中に、大学や企業等から研究プロジェクトや施設の利活用について公募を開始する予定
であり、具体的な案件については、今後、応募状況に応じて関係省庁に個別協議させていただくこ
ととしたい。

　文部科学省から、提案の具体的な内容が定まっていな
かったため、指定自治体が内容を具体化すべきであるとの
見解が示され、指定自治体が了解していることから協議を
終了する。指定自治体は提案内容が具体化された段階
で、必要に応じて文部科学省と個別事業ごとに協議するこ
と。

Ⅴ

厚生労働省
健康局がん対
策・健康増進
課

厚生労働科学
研究委託事業 C

 応募された研究課題については、「厚生労働省の科学研究開発評価に
関する指針」（平成22年11月11日科発1111第2号大臣官房厚生科学科
長通知）に基づき、外部の専門家で構成する評価委員会において、あら
かじめ公表された評価方法により、客観的かつ学術的な審査を行い、採
択の可否等を決定しており、優先的に採択する等の対応はできない。

d
　今年度中に、大学や企業等から研究プロジェクトや施設の利活用について公募を開始する予定
であり、具体的な案件については、今後、応募状況に応じて関係省庁に個別協議させていただくこ
ととしたい。

　厚生労働省から、厚生労働科学研究委託事業について
は客観的かつ学術的な審査を行った上で採択の可否を決
定するため、指定自治体の提案を優先的に採択することは
困難であるとの見解が示され、指定自治体が了解している
ことから協議を終了する。指定自治体は提案内容が具体
化された段階で、必要に応じて厚生労働省と個別事業ごと
に協議すること。

Ⅴ

総務省
情報通信国際
戦略局　技術
政策課

戦略的情報通
信研究開発推
進事業

C

 総務省戦略的情報通信研究開発推進事業「SCOPE」は情報通信（ICT）
分野の「独創性・新規性に富む研究開発」を支援する競争的資金であ
る。実務者協議を行った結果、現時点では、SCOPEへの提案を再チャレ
ンジするにしても、具体的にどのような技術開発への支援を求めるのか
関係者間で調整がつかないという理由で、要望が取り下げられたため。

d
　今年度中に、大学や企業等から研究プロジェクトや施設の利活用について公募を開始する予定
であり、具体的な案件については、今後、応募状況に応じて関係省庁に個別協議させていただくこ
ととしたい。

　総務省から、現時点では提案の具体的な内容が定まって
いないため、対応が困難であるとの見解が示され、指定自
治体が了解していることから協議を終了する。指定自治体
は提案内容が具体化された段階で、必要に応じて総務省と
個別事業ごとに協議すること。

Ⅴ

農林水産省
農林水産技術
会議事務局研
究推進課

農林水産業・
食品産業科学
技術研究推進
事業

B
 本事業は、農林水産・食品分野の研究開発を基礎段階から実用化段
階まで継ぎ目無く支援する競争的資金である。平成26年度から新規に
実施する研究課題の公募は終了しているが、平成27年度公募について
ご検討いただきたい。（平成27年度公募時期：平成28年1月～2月予定）

d
　今年度中に、大学や企業等から研究プロジェクトや施設の利活用について公募を開始する予定
であり、具体的な案件については、今後、応募状況に応じて関係省庁に個別協議させていただくこ
ととしたい。

　農林水産省から、現行の農林水産業・食品産業科学技術
研究推進事業により実現可能である旨の見解が示され、指
定自治体が了解していることから協議を終了する。指定自
治体は提案内容が具体化された段階で、必要に応じて農
林水産省と個別事業ごとに協議すること。

Ⅴ

2回目

1回目 Z 　当特区で実施しようとしている具体的計画を精査したうえで、予算事業
の目的との整合性を考慮し、対応を検討したい。 d

　引き続き、担当省庁と調整していきたい。
また、医療機器開発段階のニーズ把握・日本製医療機器の海外展開を目的とした手技トレーニン
グは、医工連携事業化推進事業との連携が十分に図れるため、当該制度の活用をお願いしたい。

　経済産業省から、当特区で実施しようとしている具体的計
画を精査したうえで対応を検討するため、指定自治体にお
いて再度検討すべきであるとの見解が示されたので、指定
自治体は具体的計画等について回答を行うとともに、経済
産業省は、指定自治体より提示された回答に対して、その
内容を精査し、府省において対応の可否や条件・代替案に
ついて検討し、双方とも要望の実現に向けて、協議を継続
して行うこと。

Ⅲ

2回目 Z
　今後、指定自治体から当特区で実施しようとしている具体的計画等を
頂いたうえで検討を行い、回答内容が提示された際にはその内容につ
いて精査し、予算事業の目的との整合性を考慮したうえで、対応の不可
や条件・代替案について対応を検討したい。

a 　今後状況の変化を踏まえて、協議を希望する場合は、対応をお願いいたします。

　経済産業省から、当特区で実施しようとしている具体的計
画等の提示があった場合には、その内容について精査を
行うとの見解が示され、指定自治体が了解していることか
ら協議を終了する。指定自治体は提案内容が具体化され
た段階で、必要に応じて経済産業省と個別事業ごとに協議
すること。

Ⅴ

1回目 B

 高規格コンテナターミナルの荷役機械等の整備については、既存の制
度として無利子貸付制度が活用可能である。これまで当該施設の整備
は、使用料収入で費用を回収すべきとの観点から国庫補助ではなく無
利子貸付制度で実施してきたところ。
　ご提案の補助制度の創設については、必要性、緊急性、代替性、公益
性等について慎重に検討を行う必要があり、現時点での補助制度創設
は困難な状況である。
　なお、平成23、24、25年度予算においては、制度創設の要望を行った
が、予算計上は見送られたところ。

ｃ

昨年度と異なる事情としては、
① H25年12月6日に港湾法施行令第６条第１項等が改正され、港湾法等に基づく貸付けに係る港
湾管理者の貸付けの条件の基準のうち、担保提供義務が廃止されたこと
② H26年5月1日に改正港湾法が公布され、国際戦略港湾の港湾運営会社に対して、政府の出資
を可能となったこと
が挙げられる。
①については、国の公表資料において、その背景として「近年、我が国港湾の国際競争力の強化
のため民間事業者等による積極的な施設整備を促進し港湾機能の向上を図る必要が生じている」
と記載されている。
また、②については、国の公表資料において、「国際戦略港湾の港湾運営会社への政府の出資
により、（中略）会社の財務基盤を強化し、コスト競争力を有するターミナル運営のための設備投資
を促進」と記載されている。
つまり、国においても民間事業者の設備投資を促進する必要性が認識されるとともに、港湾運営
会社に対する国の関与が抜本的に見直されていることは明らかである。
・これまでのような使用料収入で回収するスキームでは、リース料としてユーザーに転嫁せざるを得
ないことから、港の競争力の強化が図れない。
したがって、国出資を受けた特定港湾運営会社に対しては、国が前面に立って強力に支援し、同
社の負担を軽減することで、国際戦略港湾の競争力を強化していく必要があると考える。
具体的には、同社が実施するガントリークレーン等の上物施設の整備費に対する補助制度を創設
し、港湾のコスト低減、サービス向上に資する仕組みづくりを国策として推進すべく、要望するもので
ある。
・併せて、平成26年1月に公表された「国際コンテナ戦略港湾政策推進委員会　最終とりまとめ」に
おいて「国が前面に立って、（中略）取り組んでいきたい」とあるが、特定港湾運営会社が行う施設
整備に対して、これまでと何が変わるのか、ご教示頂きたい。

　国土交通省から、補助制度の創設については現時点で
は対応できない、と回答されているところであるが、指定自
治体は国土交通省より提示された回答について検討を行
い、回答があったため、国土交通省は、指定自治体より提
示された回答に対して、その内容を精査し、対応の可否や
条件・代替案について、引き続き協議を行うこと。

Ⅳ

2回目 B

 貴特区の提案は、①H25年12月6日港湾法施行令第6条1項等の改
正、②H26年5月1日港湾法改正を契機に改めて予算要求すべきとの意
見であるが、①については貴特区からの要望を受けて改正を行ったも
のであり、荷役機械に対する支援の必要性と直接的な関係がない。ま
た、②については、国の出資による財務基盤の強化を通じて、国際競争
力を有するターミナル運営のための設備投資の促進等に資するもので
あり、既存制度の無利子貸付による支援とあわせて高能率荷役機械の
導入等が図られると考えている。

c

　貴省からの回答では、「H25年12月6日港湾法施行令第6条1項等の改正」が荷役機械に対する支
援の必要性と直接的な関係がない」とありますが、改正内容と支援の必要性との関係を論じたので
はなく、その改正の背景で示された「民間事業者等による積極的な施設整備」を促進する上でも、
補助制度の創設により事業者負担を軽減することは、法令改正の背景、目的に合致するものと考
えます。
　また、平成26年1月に公表された「国際コンテナ戦略港湾政策推進委員会　最終とりまとめ」にお
いて「ターミナルコストの低減」が明記されているが、無利子貸付制度を活用した場合でも当然に貸
付金の返済が必要であるため、ターミナルリース料の低減が十分に図れないと考えていることか
ら、これ以上の負担軽減は不要であるとする理由をお示し頂きたい。

 国土交通省から、港湾法施行令第６条１項の改正につい
ては、荷役機械に対する支援の必要性と直接的な関係は
なく、国の出資が可能となったことで、既存制度の無利子
貸付による支援と合わせて高能率荷役機械の導入が図ら
れる、と回答されているところであるが、指定自治体で国土
交通省より提示された回答について検討を行い、法改正の
背景で示された「民間事業者等による積極的な施設整備」
を促進する上で、同要望の支援は法令改正の背景、目的
に合致し、既存の無利子貸付制度を活用した場合でも、
ターミナルリース料の低減が十分には図れない、という回
答があった。そのため、国土交通省は、指定自治体より提
示された回答に対して、その内容を精査し、国土交通省に
おいて対応の可否や条件・代替案について、引き続き協議
を行うこと。

Ⅳ

新規

新規

「旧私のしごと館」を活用したオープンイノベー
ション拠点において、民間企業・大学・研究機関
等による研究・開発、技術実証等を実施

【目的】国産の医療機器の海外市場への進出
【対象】医療従事者、医療機器メーカー等
【規模】医療機器開発とトレーニングに関する費
用
【内容】
・国際展開を視野に入れた医療機器開発と臨
床手技トレーニングに対する支援
・国際展開を視野に入れた医療機器開発と外
国人医療従事者を対象とした臨床手技トレーニ
ングに対する支援

国立循環器
病研究セン
ター、医療
機器メー
カー等

経済産業省
医工連携事
業化推進事
業

埠頭株式会社が大型船に対応した
高規格コンテナターミナルの荷役機
械の整備に当っては、従来の荷役機
械よりも高性能となり、整備費が高く
なることから、従来の貸付制度では、
リース料が高くなり、釜山港等に対抗
できないため、補助制度創設（1/2補
助）によりリース料を引き下げる。

国土交通省
港湾局計画課

無利子貸付

拡充

京都府、京
都大学等各
大学、入居
研究機関

経済産業省
文部科学省
厚生労働省
総務省
農林水産省

日本の製造業の技術力の高さは世
界的に良く知られたものであり、国内
の医学研究の成果に鑑みて、国産
の医療機器開発のポテンシャルは高
いと考えられる。一方で、医療機器
は製品化しただけでは臨床現場で使
われることは難しく、医師の手技が当
該機器を用いた治療効果に影響を
及ぼすため、医療技術トレーニング
の必要性が極めて高い。関西地域に
は国循等のハイレベルなトレーニン
グセンター施設を有している機関が
多く、世界クラスの手技を他施設に
提供している実績を有している。本
事業は、国産の優れた製品開発力
と、臨床的に高度な手技・患者管理
能力を一体化して、新しい医療技術
開発サービスとして海外市場への展
開を図って行く上で有効な事業であ
る。

オープンイノベーション拠点機能を強
化する事業実施のための補助制度
（ハード）の創設

研究・開発・実用化の流れを促進す
るオープンイノベーション拠点での研
究開発への補助及び研究・開発に不
可欠な施設整備費にも活用できるよ
う拡充

1回目

経済産業省
ヘルスケア産
業課
医療・福祉機
器産業室

医工連携事業
化推進事業

国際 6

関西イノ
ベーション
国際戦略総
合特区

スマートコミュニティ
オープンイノベー
ションセンター機能
の整備
（研究・開発促進の
ための事業支援）

神戸港
ポートアイランド2期　ガントリークレーン2基
六甲アイランド　ガントリークレーン5基

大阪港
夢洲　　ガントリークレーン2基、テナー8基等

神戸港埠頭
株式会社
大阪港埠頭
株式会社

国土交通省

103 国際 6

関西イノ
ベーション
国際戦略総
合特区

診断・治療機器・医
療介護ロボットの開
発促進
（医療機器開発と臨
床手技トレーニング
とのパッケージ化）

98

122 国際 6

関西イノ
ベーション
国際戦略総
合特区

港湾コストの低減
（埠頭会社に対する
荷役機械整備に対
する支援）



財政上の支援措置の改善提案に対する協議の結果（論点シート）

整理
番号

国
際・
地域
の別

指定
No

総合特区名
称

事業名 事業内容 実施主体 所管省庁名 国の制度名
新規
拡充

新規・拡充内容 回数 対面協議

担当省庁・担
当課

国の予算制度
名等

対応 実施時期
理由・根拠となるデータ・法令解釈・条件／代替案の内容とその妥当性・

論点など
※対応の但し

書き
対応 理由等 内閣府コメント

内閣府
整理

内閣府記載欄

［Ⅰ：実現が可能となったもの　Ⅱ：実現に向けて概算要求等の検討
がなされるもの　Ⅲ：要望内容の実現に向けて、条件や代替案等を
検討し協議を継続して行うもの　Ⅳ：見解の相違があり、要望実現の
方向性を導けるよう、引き続き協議を継続して行うもの、または見解
の相違により、協議を一旦終了するもの　Ⅴ：自治体が再検討を行

うもの、または提案の取り下げを行うもの］

国と地方の協議【書面協議】担当省庁の見解

［Ａ：概算要求等として引き続き検討（全国展開、特区含む）、Ｂ：現行制度で対応可能、Ｃ：対応しない、Ｚ：自治体が検討］

国と地方の協議【書面協議】指定自治体の回答

［ａ：了解、ｂ：条件付き了解、ｃ：受け入れられない、ｄ：その他］

経済産業省
商務情報政策
局ヘルスケア
産業課

健康寿命延伸
産業創出推進
事業

C

　提案事業については、取組の方向性としては評価するが、現状の計画
では対応不可。面談時に指摘させていただいた通り、事業の意義や有
用性、スケジュール感について、更なる精査が必要。また、公的保険外
サービスの創出のための横断的な課題を解決するために有用なもので
あれば、当課の予算事業の対象（ただし、本年度事業は公募終了。）に
なる可能性はあるが、現行の計画では趣旨は合致したいため支援は困
難。

a
　現状計画では対応不可であるが、事業内容の精査によっては既存制度の活用も可能であるとの
ことで了解した。事業内容の精査にあたり、引き続き、ご助言等をいただきたい。また、事業精査に
よっても、既存制度では対応できないことが判明した場合は、改めて協議をお願いしたい、

　経済産業省から、現状の計画では制度の趣旨は合致し
ないため対応が困難であるとの見解が示され、指定自治体
が了解していることから協議終了。

Ⅴ

厚生労働省
健康局がん対
策・健康増進
課

厚生労働科学
研究委託事業 C

 「自治体や企業による市民や社員の健康づくりに関するモデル的な取
組を横展開し、個人や企業の『健康意識』及び『動機付け』の醸成・向上
を図る」ため、平成26年度から、「地域健康増進促進事業」を実施し、公
募により自治体等の取組を支援している。今年度の募集は終了してい
るが、本事業は平成28年度までの３ヶ年度の実施を予定しているため、
来年度以降、必要に応じて応募していただきたい。なお、事業の採択に
当たっては、外部の専門家を含めた評価委員会において採択の可否を
決定していることから、優先的に採択する等の対応はできない。

a
　今回の対応については、了解した。今後、事業精査に精査にあたり、引き続き、ご助言等をいただ
きたい。また、既存制度では対応できないことが判明した場合には、改めて協議をお願いしたい。

　厚生労働省から、今年度の募集は終了しているが、本事
業は平成28年度までの３ヶ年度の実施を予定しているた
め、来年度以降、必要に応じて応募していただきたいとの
見解が示され、指定自治体が了解していることから協議終
了。

Ⅴ

2回目

1回目 C

　本事業は先進的であるものの、リスクが高く民間主体のみでは実施が
困難な高度な再生可能エネルギー熱の利用のあり方について、政策的
支援のもとで実証を行うもの。補助率については官民間の適正な負担
のあり方、民間による自立的な展開の可能性、他の実証事業の類例等
を踏まえて決定しており、妥当だと考えている。

a 　今回の対応については了解。今後は事業の進捗状況を踏まえ、改めて協議をさせていただきた
い。

　経済産業省から、本事業は先進的であるものの、リスク
が高く民間主体のみでは実施が困難な高度な再生可能エ
ネルギー熱の利用のあり方について、政策的支援のもとで
実証を行うもので、補助率については官民間の適正な負担
のあり方、民間による自立的な展開の可能性、他の実証事
業の類例等を踏まえて決定しており、妥当であるとの見解
が示され、指定自治体が了解していることから協議終了。

Ⅴ

2回目

1回目 C

　早期・探索臨床拠点、臨床研究中核病院整備事業は、現在、１５拠点
において整備を行っているところであり、新たに整備対象の募集は行わ
ない予定である。臨床研究中核病院整備事業等はネットワークの中心
的役割を果たす医療機関に補助し、そのネットワークの構築も含め、臨
床研究の実施体制を整備するものであり、大阪府内ではすでに臨床研
究中核病院整備事業等として、大阪大学医学部附属病院、国立循環器
病研究センターが選定されている。そのため、既存の補助事業の対象
施設と連携した取り組みをご検討いただきたい。

b
　既存の早期・探索的臨床研究拠点（大阪大学医学部附属病院、国立循環器病研究センター）を含
む、設立母体の異なる機関の集まりである地域治験ネットワークを構築するに当たっては、来年度
に創設される「臨床研究中核病院」の制度を見定めながら、引き続き検討を進めます。協議再開を
希望する場合は、対応をお願いします。

　厚生労働省から、既存の補助事業の対象施設と連携した
取り組みの検討を示されたところであるが、これについて指
定自治体が来年度創設される制度の活用を検討するとし
て了承していることから、協議終了。指定自治体は提案内
容が具体化された段階で、必要に応じて厚生労働省と個別
事業ごとに協議すること。

Ⅴ

2回目

1回目 A 平成27年度概
算要求予定

　平成27年度概算要求等に向けて引き続き検討を行う。 a 　よろしくお願いします。

　経済産業省から、本件については平成27年度の概算要
求に向けて検討する旨の見解が示され、今後、指定自治
体の要望の実現に向け対応することから協議終了。経済
産業省は、概算要求等に向け、指定自治体と適宜情報交
換等を行い対応すること。

Ⅱ

2回目

1回目 C

 本事業は、革新的な医薬品等の開発にあたって有効性・安全性評価の
ガイドラインがないものについて、最先端の技術の有効性・安全性を評
価するためのガイドライン等を整備することを主目的としている。
この目的の達成のため、こうした最先端の技術を開発している大学等の
研究者と審査当局（PMDA)の審査官等の人材交流を行うものであり、要
望のような学生教育や単なる人材育成を趣旨とした事業ではない。

b

　今回の対応については了解。
なお、本事業は、革新的医薬品等の実用化促進および医療関連産業の振興のために欠かせない
レギュラトリーサイエンスの研究推進に資するものであり、関西３府県及び医・薬学部連携による画
期的な取組でもあることから、今後、当該予算制度以外での対応の検討などについて、改めてご相
談をさせていただきたい。

　厚生労働省から、医薬品等審査迅速化事業補助金（革新
的医薬品・医療機器・再生医療製品実用化促進事業）につ
いては要望のような学生教育や人材育成を趣旨とした事業
ではないため、対応が困難であるとの見解が示され、指定
自治体が了解していることから協議終了。今後、当該予算
制度以外での対応の検討などについて、必要に応じて厚
生労働省と個別協議すること。

Ⅴ

2回目

1回目 A 平成27年度概
算要求予定

　平成27年度概算要求等に向けて引き続き検討を行う。 a 　本事業は、開発した医療機器の事業化や海外展開を支援する事業であり、医工連携事業化推進
事業との連携が十分に図れるため、継続した事業実施に向けて、引き続き検討をお願いしたい。

　経済産業省から、本件については平成27年度の概算要
求に向けて検討する旨の見解が示され、今後、指定自治
体の要望の実現に向け対応することから協議終了。経済
産業省は、概算要求等に向け、指定自治体と適宜情報交
換等を行い対応すること。

Ⅱ

2回目

神戸大学医学部付属病院・健康科学評価セン
ターにおいて、予防・先制医療おけるレギュラト
リーサイエンスを実践するため、特に健康食品
の品質に関する問題提起と、評価方法の標準
化について取り組む

神戸大学
経済産業省
厚生労働省

新規

拡充

臨床研究中
核病院整備
事業

神戸大学医学部付属病院に設置し
た健康科学イノベーション推進拠点
を活用し、特に品質保証の基準作り
を重点課題として捉え、健康食品の
品質についての科学的検証および
品質保証に関するレギュラトリーサイ
エンスを実践することで、現行の法規
制や施策では対応が困難で、かつ
「健康寿命延伸産業」の発展の妨げ
にもなりかねない課題を解決して産
業の発展に繋げるものである。

拡充

H25年度概算要求において、新エネ
ルギー・再生可能エネルギーの促進
に関する措置が講じられており、先
進的な再生可能エネルギー熱利用
設備等の実証事業に対して、その事
業費の一部を補助する「再生可能エ
ネルギー熱利用高度複合システム
実証事業費補助金」がある。本事業
については実証ではなく実ビジネス
の構築を目指しており、補助金適用
範囲として実ビジネスへの拡充と、
併せて実証ではなく実ビジネス成立
に向けて補助率の嵩上げ（１/２⇒２/
３）、H26年度の補助金継続を要望す
る。

148 国際 6

関西イノ
ベーション
国際戦略総
合特区

地域資源を活用し
た審査体制・治験環
境の整備
（地域治験ネット
ワークセンターの創
設）

144 国際 6

関西イノ
ベーション
国際戦略総
合特区

事業性を確保した
運用によるスマート
コミュニティのビジネ
スモデル構築

135 国際 6

関西イノ
ベーション
国際戦略総
合特区

先制医療等の実現
に向けた環境整備・
研究開発促進（先
制医療へ移行を促
進するための環境
整備）

経済産業省
資源エネル
ギー庁省エネ
ルギー新エネ
ルギー部政策
課制度審議室

再生可能エネ
ルギー熱利用
高度複合シス
テム実証事業
費補助金

1回目

集約型エリアエネルギーマネジメントを行う管理
拠点を中心に、都市の構成要素を適正に配置
し、電気・熱・水・情報等のさまざまなインフラの
全体最適化を図る。これにより地域内で省エネ・
省コストを実現するとともに、需要家に対する利
益、及び管理者に対する利益を同時に確保す
るビジネスモデルを構築し、持続的な事業性の
あるコミュニティを設立する。
　本区域は（株）東芝旧大阪工場跡地であり、現
在約18万㎡という範囲がグリーンフィールド（更
地）の状態となっている。このため、既存のイン
フラや施設に制約されずに最適なスマートコミュ
ニティを構築することができる。将来的には、イ
ンフラを含めた都市丸ごと技術移転可能な都市
モデルの標準パッケージとして売り込みを行う。

東芝 経済産業省

再生可能エ
ネルギー熱
利用高度複
合システム
実証事業費
補助金

【内容】
補助対象の弾力化
【理由】
ＢＮＣＴを医療産業として国内外へ展
開させるためには、医療機器である
加速器の開発だけでは足りず、周辺
測定機器やそれを使用して治療を実
施する人材がいなければ、ＢＮＣＴ治
療システムを国内外へ普及させるこ
とは困難であるため。

経済産業省
医療・福祉機
器産業室

医工連携事業
化推進事業

臨床研究中核病院整備事業では、
国際水準の臨床研究、患者の少な
い難病・小児疾患等の医師主導治験
など、対象分野が限られているの
で、対象分野の特定の疾患分野に
限らず拡充して支援を求めるもの。

厚生労働省
医政局研究開
発振興課

拡充 臨床研究中核
病院整備事業

創薬推進支援事業等の成果として得られてきた
革新的医薬品や医療機器などの早期実用化に
向け、柔軟に治験実施体制を構築できる「地域
治験ネットワーク」を構築する。
【目的】革新的な医薬品等の研究開発と実用化
促進を図る。
【対象】国立病院機構大阪医療センター及び大
阪府内の全ての大学病院及び基幹医療機関が
参加。（参加施設数：14施設。主幹医療機関で
事務局を担当）

国立病院機
構大阪医療
センター

厚生労働省

157 国際 6

関西イノ
ベーション
国際戦略総
合特区

イノベーションを担う
人材育成・創出（レ
ギュラトリーサイエ
ンス・医療技術評価
に関する人材育成
及び拠点形成）

ＢＮＣＴ治療システムに必要な加速器ターゲッ
ト、イオン源、周辺測定機器、治療システム、薬
剤等の研究開発及び、ＢＮＣＴ治療システムを
医療産業として普及させるための人材のトレー
ニングへの支援

大阪府立大
学
京都大学原
子炉実験所
医療機器
メーカー
等

経済産業省
医工連携事
業化推進事
業

152 国際 6

関西イノ
ベーション
国際戦略総
合特区

先端医療技術（再
生医療・細胞治療
等）の早期実用化

経済産業省
医工連携事
業化推進事
業

医薬品等審査
迅速化事業補
助金（革新的
医薬品・医療
機器・再生医
療製品実用化
促進事業）

「医薬品等審査迅速化事業補助金
（革新的医薬品・医療機器・再生医
療製品実用化促進事業）」　の補助
対象等の弾力的な運用

厚生労働省
医薬食品局審
査管理課、審
査管理課医療
機器・再生医
療等製品審査
管理室

急速にグローバル化が進む医薬品・医療機器
等産業において、日本の国際競争力を高めて
いくには、わが国発の革新的な医薬品、医療機
器、再生医療が生み出されていくよう、これらの
評価基準の確立が不可欠である。レギュラト
リーサイエンス等に対する深い知見を有し、海
外規制当局とも対等な議論が可能な医療イノ
ベーションを担うことのできる人材育成を図る必
要がある。
こうした観点から、PMDA-WEST実現及び再生
医療推進法の成立を契機として、関西が強みを
もつ体性幹細胞やiPS細胞などによる再生医療
をはじめ革新的な医薬品、医療機器開発を進
めるために、関西の3大学（京都大学、大阪大
学、神戸大学）が役割分担の下、連携・協力し
て、評価基準確立に向けたレギュラトリーサイエ
ンスの人材育成を実施する。

京都大学・
大阪大学・
神戸大学な
ど

厚生労働省

医薬品等審
査迅速化事
業補助金
（革新的医
薬品・医療
機器・再生
医療製品実
用化促進事
業）

拡充

拡充

今年度の本体事業では、現在会議
費しか計上されていないため、既存
予算の枠組みでの公募が困難。

支援サービスの提供やメンタリング、
医療現場ニーズ把握や情報提供を
受けられやすくすることなどは、国内
企業が、進出組織・企業やアドバイ
ザー等から医療機器開発に当たって
不可欠なサポートであるため、「課題
解決型医療機器等開発事業」の柔
軟な制度運用を求める。

経済産業省
医療・福祉機
器産業室

医工連携事業
化推進事業

159 国際 6

関西イノ
ベーション
国際戦略総
合特区

医療機器等事業化
促進プラットフォー
ムの構築

自然界の生態系のように循環の中で効率的に
収益を上げるしくみ＞の整備のため、医療機器
等事業化促進プラットフォーム等を実施しなが
ら、必要な機能について検証する。
（内容）
○医療機器等事業化促進プラットフォームの運
営
〇事業化ノウハウ習得支援
〇医療機器等海外市場開拓支援

大阪商工会
議所、先端
医療振興財
団等



財政上の支援措置の改善提案に対する協議の結果（論点シート）

整理
番号

国
際・
地域
の別

指定
No

総合特区名
称

事業名 事業内容 実施主体 所管省庁名 国の制度名
新規
拡充

新規・拡充内容 回数 対面協議

担当省庁・担
当課

国の予算制度
名等

対応 実施時期
理由・根拠となるデータ・法令解釈・条件／代替案の内容とその妥当性・

論点など
※対応の但し

書き
対応 理由等 内閣府コメント

内閣府
整理

内閣府記載欄

［Ⅰ：実現が可能となったもの　Ⅱ：実現に向けて概算要求等の検討
がなされるもの　Ⅲ：要望内容の実現に向けて、条件や代替案等を
検討し協議を継続して行うもの　Ⅳ：見解の相違があり、要望実現の
方向性を導けるよう、引き続き協議を継続して行うもの、または見解
の相違により、協議を一旦終了するもの　Ⅴ：自治体が再検討を行

うもの、または提案の取り下げを行うもの］

国と地方の協議【書面協議】担当省庁の見解

［Ａ：概算要求等として引き続き検討（全国展開、特区含む）、Ｂ：現行制度で対応可能、Ｃ：対応しない、Ｚ：自治体が検討］

国と地方の協議【書面協議】指定自治体の回答

［ａ：了解、ｂ：条件付き了解、ｃ：受け入れられない、ｄ：その他］

1回目 A 平成27年度概
算要求予定

　平成27年度概算要求等に向けて引き続き検討を行う。 a 　本事業は、医療機器の研究開発から事業化までの取り組みを支援する事業であり、医工連携事
業化推進事業と目的を同じくするため、引き続き検討をお願いしたい。

　経済産業省から、本件については平成27年度の概算要
求に向けて検討する旨の見解が示され、今後、指定自治
体の要望の実現に向け対応することから協議終了。経済
産業省は、概算要求等に向け、指定自治体と適宜情報交
換等を行い対応すること。

Ⅱ

2回目

1回目 C

　独立行政法人国立循環器病研究センターと大阪大学医学部附属病院
は、早期・探索的臨床試験拠点整備事業の対象機関として選定してい
ることから、ご提案の研究シーズの医師主導治験実施、企業への橋渡
し、企業治験の支援については、既存の事業内で実施すべきものであ
ると考えている。

b

　本提案における要望内容は、これまでの貴省との協議を踏まえ、大阪大学についてはデータセン
ター人材をはじめとする革新的医薬品・医療機器創出のための専門人材育成に必要な設備整備、
国立循環器病研究センターについてはトレーニングセンター運用とさせていただいたところ。Ｈ２６年
度対応方針で対応いただけるよう協議継続中であり、制度提案については、今後の状況を見て対
応を考えたい。

　厚生労働省から、既存の事業内で実施すべきものとの回
答がなされ、これについて指定自治体は、まずは平成26年
度対応方針での協議を希望していることから、一旦協議終
了。指定自治体は、今後の具体の検討状況に応じて厚生
労働省と個別事業ごとに協議すること。

Ⅳ

2回目

1回目 C

　早期・探索的臨床試験拠点事業は臨床研究等の実施に必要な機器や
人材などの体制を整備するための支援を行うものであり、個別の研究開
発について直接支援を行うものではなく、個別の革新的医薬品の研究
開発については、厚生労働科学研究費により研究支援を行っているとこ
ろである。平成26年度の厚生労働科学研究費の事業募集は概ね締め
切っているが、今後も来年度以降の医療分野の研究開発に対する支援
の予算状況を踏まえつつ対応していきたい。

a 　今後の状況を見て、協議再開を希望する場合は、対応をお願いします。

　厚生労働省から、来年度以降の医療分野の研究開発に
対する支援の予算状況を踏まえつつ対応するとの回答が
あり、これについて指定自治体が了承していることから、協
議終了。指定自治体は提案内容が具体化された段階で、
必要に応じて厚生労働省と個別事業ごとに協議すること。

Ⅴ

2回目

1回目 B

　特区からは、地域バイオマス産業化推進事業が活用できるよう、バイ
オマス事業化戦略（H24.9.6バイオマス活用推進会議決定）の技術ロード
マップにおける「ガス化」について、技術レベルを実証段階から実用化段
階に見直すことと要望がなされている（H26.5.22打合せにて確認済み）。
　一方、地域バイオマス産業化推進事業の実施要領においては、バイ
オマス利活用施設の整備支援の対象を、「①バイオマス産業都市の選
定地域であること及び②バイオマス事業化戦略において技術レベルが
実用化又は５年以内に実用化と評価されている技術を用いたバイオマ
ス利活用施設であって事業化プロジェクトの事業採算性が確保できると
認められること」（実施要領第３の２、第４の２を参照）としている。
　バイオマス事業化戦略において「ガス化」の技術レベルは５年以内に
実用化と評価されており、特区側の要望のような見直しがなされなくて
も、現行の地域バイオマス産業化推進事業のスキームの中で対応可能
である。

a  新技術を含めたバイオマス事業の推進を、引き続き図るようお願いします。また、地域バイオマス
産業化推進事業等、貴省所管のバイオマス事業の活用にあたっては、御協力をお願いします。

　農林水産省からバイオマス事業化戦略に当該提案技術
（約600℃の低温で家畜糞を省エネ・減量化して炭化・灰化
回収）を加えることによる炭化・灰化装置の実用化のため
の財政支援要望については、既存の地域バイオマス産業
化推進事業のスキームの中で対応可能との見解が示さ
れ、指定自治体の要望は実現可能となるため協議終了。

Ⅰ

2回目

拡充

「医工連携事業化推進事業」では、
国が公募により選定した事業管理支
援法人が実施事業の公募・評価等を
行うと想定され、本提案では、関西
国際戦略総合特別区域地域協議会
が認定した事業管理機関及び公募
により選定した事業者が実施主体と
なれるよう、制度拡充と優先的な適
用措置を求めるもの。

経済産業省
医療・福祉機
器産業室

医工連携事業
化推進事業

169 国際 6

関西イノ
ベーション
国際戦略総
合特区

診断・治療機器・医
療介護ロボットの開
発促進
（医工連携、産学医
連携拡大を促進す
るための支援）

【目的】医工連携、産学医連携拡大を促進する
ための支援
〔規模〕研究費、人件費等
【内容】
関西のポテンシャルの優位性を活かして、産学
医連携のもと医療現場のニーズに合致した医
療機器開発を一層促進するため、「医工連携事
業化推進事業」の拡充と優先的な適用措置を
講じる。

関西国際戦
略総合特別
区域地域協
議会が認定
した事業管
理機関及び
公募により
選定した事
業者

経済産業省
医工連携事
業化推進事
業

175 国際 6

関西イノ
ベーション
国際戦略総
合特区

COPD患者の肺胞
破壊抑制および肺
胞再生を目指した
オキシム誘導体
（ONO-1301類）によ
る体内誘導型再生
治療法の開発と実
践

174 国際 6

関西イノ
ベーション
国際戦略総
合特区

アカデミア拠点発の
革新的医薬品・医
療機器実用化及び
国際展開事業

5

畜産バイオ
マスの高効
率エネル
ギー利用、
炭化・灰化
利用による
環境調和型
畜産振興特
区

超省エネルギー炭
化・灰化装置普及
事業

研究シーズの医師主導治験実施、
企業への橋渡し、企業治験の支援

厚生労働省
医政局研究開
発振興課

早期・探索的
臨床試験拠点
事業

慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）における肺胞破壊
抑制および肺胞再生治療剤として、体内再生型
医薬品であるオキシム誘導体（ONO-1301）の
経口投与製剤、その徐放性製剤（ナノスフェ
アー、マイクロスフェアーまたはリポソーム製
剤）の静注剤または吸入剤の開発を行う。　　製
剤検討を行い、臨床投与方法の選択と追加非
臨床（毒性）を実施し、医師主導治験を行い、
POCを確立する。ひいては薬事法にて承認さ
れ、新しいCOPD治療剤として全世界での臨床
現場で汎用されることを究極の目的と見据え
る。

大阪大学；
製剤検討、
非臨床試
験、医師主
導治験
（オキシム
誘導体の原
薬供給；小
野薬品工業
株式会社）

研究シーズの医師主導治験実施、
企業への橋渡し、企業治験の支援

研究シーズの医師主導治験実施お
よび研究シーズ開発能力の強化

厚生労働省
医政局研究開
発振興課

臨床研究拠点
等整備事業(早
期・探索的臨
床試験拠点整
備事業）

厚生労働省
早期・探索
的臨床試験
拠点事業

拡充

国立循環器病研究センターは循環器疾患の診
療・研究の革新的進歩を目指している。その目
的にかなう医療機器シーズを早期に実用化を
目指すため、基盤整備を行ってきた。自施設で
開発した研究シーズを、自らの施設でヒトに初
めて行う臨床試験を実施する。臨床試験の結果
をもって、国内企業への技術移管を行い、実用
化を目指す。また、企業治験及び薬事申請を支
援し、最終的に企業より日本国内及び諸外国に
おいて商品販売を開始し、革新的医療機器の
国内外シェア獲得を狙う。

国立大学法人大阪大学では、世界的にも急務
とされる脳・心血管領域におけるアンメットメディ
カルニーズに対応するため、シーズ探索から臨
床応用までおこなう創薬基盤の形成を目指し、
特にFirst in Manの臨床試験を自施設にて実施
する体制を整備するとともに、自施設のみなら
ず他施設の支援もおこなうARO（Academic
Research Organaization）機能を整備することと
している。本特区においては、大阪大学のARO
機能整備の第一歩として、まずは本特区内にお
いて質の高い臨床研究、治験を実施および支
援する体制を構築する。最終的にはシーズを企
業へ導出して実用化することにより、脳・循環器
疾患診療に画期的な進歩をもたらす我が国初
の革新的な医薬品を創出する。

独立行政法
人国立循環
器病研究セ
ンター

大阪大学医
学部付属病
院

厚生労働省

臨床研究拠
点等整備事
業(早期・探
索的臨床試
験拠点整備
事業）

拡充

バイオマス事業化戦略に当該提案
技術（約600℃の低温で家畜糞を省
エネ・減量化して炭化・灰化回収）を
加えることによる炭化・灰化装置の
実用化支援措置

農林水産省
食料産業局バ
イオマス循環
資源課

地域バイオマ
ス産業化推進
事業

超省エネルギー炭化・灰化実用機の畜産現場
への普及を促進する。

キンセイ産
業(株)　県
内畜産業者

農林水産省 新規223 地域



財政上の支援措置の改善提案に対する協議の結果（論点シート）

整理
番号

国
際・
地域
の別

指定
No

総合特区名
称

事業名 事業内容 実施主体 所管省庁名 国の制度名
新規
拡充

新規・拡充内容 回数 対面協議

担当省庁・担
当課

国の予算制度
名等

対応 実施時期
理由・根拠となるデータ・法令解釈・条件／代替案の内容とその妥当性・

論点など
※対応の但し

書き
対応 理由等 内閣府コメント

内閣府
整理

内閣府記載欄

［Ⅰ：実現が可能となったもの　Ⅱ：実現に向けて概算要求等の検討
がなされるもの　Ⅲ：要望内容の実現に向けて、条件や代替案等を
検討し協議を継続して行うもの　Ⅳ：見解の相違があり、要望実現の
方向性を導けるよう、引き続き協議を継続して行うもの、または見解
の相違により、協議を一旦終了するもの　Ⅴ：自治体が再検討を行

うもの、または提案の取り下げを行うもの］

国と地方の協議【書面協議】担当省庁の見解

［Ａ：概算要求等として引き続き検討（全国展開、特区含む）、Ｂ：現行制度で対応可能、Ｃ：対応しない、Ｚ：自治体が検討］

国と地方の協議【書面協議】指定自治体の回答

［ａ：了解、ｂ：条件付き了解、ｃ：受け入れられない、ｄ：その他］

1回目
厚生労働省
老健局
振興課

C

  介護報酬は、国費や２号保険料の全国一律の財源が入った仕組みで
あって、その内容は介護保険制度の根幹に関わるもの。介護給付費分
科会等の審議を経て全国一律のものとして決定されるべき性質のもの
であり、特区制度の枠の中で地域限定的に特例を認めることは、そもそ
も馴染まない。

ｃ

・障害福祉サービスの基準該当生活介護は、指定通所介護を提供することとされており、財源の出
所を問わず、介護保険と同様の報酬体系とすべきであることから、既存の制度設計上生じている報
酬差を合理的配慮として介護報酬又は給付金（税金）で埋めるものとして地域共生加算（仮称）を創
設することとしたものである。言い換えれば、障害者の指定事業者が基準該当で高齢者を受け入
れた場合（基準該当単価なし）と、逆に介護保険の指定事業者が基準該当で障害者（児）を受け入
れた場合とで、サービスの報酬に差が生じていることは合理的な配慮に欠けていると言うべきであ
る。
・介護保険の指定（小規模型）通所介護の単位数は、要介護５は1,395単位、要介護１でも809単位
と、同じ指定通所介護を提供する基準該当生活介護の722単位を大きく上回っている。基準該当生
活介護の利用者が65歳になれば、介護保険が適用され（指定通所介護の利用となり）報酬が大きく
上昇することになるが、65歳前後でサービスの質が何ら変わるものでないため、地域共生加算（仮
称）の創設によって制度間のギャップを埋めるべきと考える。
・近年、高齢者の利用が依然として主であるものの、富山型デイ事業所における障害者（児）の利
用ニーズが増加しており、それが上記の報酬差から事業所運営を不安定にしている。このまま地域
のニーズに応えれば、サービス提供が成り立たなくなる懸念があり、富山県が目指す身近な地域で
の共生（富山型デイサービス事業所数H28:140箇所、H33:200箇所）の実現が極めて困難となる。そ
こで、障害福祉サービスの報酬あるいは介護報酬において地域共生加算（仮称）を創設することに
より、富山型デイ事業所の運営安定化だけでなく、富山型デイに取り組む高齢者デイ事業所の拡大
を図るべきと考える。
・特区制度は地域限定的な特例でもって活性化等を図るものであり、従来からの制度の改善を図る
ものとして提案しており、従来の制度が馴染むように運用の改善を図るべきと考える。
・基準該当事業所として障害福祉サービスを提供する事業所は、介護保険制度において指定を受
けた事業所であるが、当該事業所が提供するサービスは障害者（児）に対する障害福祉サービスで
あるという実態がある。こうしたことから、本提案は、老健局のみに検討を求めるものではなく、老健
局と社会・援護局（障害福祉課）が制度上の枠組みを越えて連携、対応することを求めるものなの
で、この提案趣旨を十分に踏まえ、厚生労働省としての見解を示されたい。

　障害者の指定事業者が基準該当で高齢者を受け入れる
場合と、介護保険の指定事業者が基準該当で障害者（児）
を受け入れる場合について、適用される法律によってサー
ビスの報酬に差が生じており、既存の制度において生じて
いる当該報酬差を埋めるものとして自治体より提案されて
いる地域共生加算（仮称）の創設又は代替案の実施の可
能性も含め、厚生労働省は再度検討すること。また、基準
該当事業所は、介護保険制度上の事業所であるが、当該
事業所が提供するサービスは障害者（児）に対する障害
サービスであり、介護・障害の双方の制度が密接に関連す
るものであることから、障害担当部局とも連携の上、今後の
当該課題への対応について見解を示すこと。

Ⅳ

2回目

厚生労働省社
会・援護局障
害保健福祉部
障害福祉課
厚生労働省老
健局振興課

C
　障害福祉サービス等に係る報酬は、全国一律のものとして決定される
べき性質のものであり、他の地域との公平性の観点から、特区制度の
枠の中で地域限定的に特例を認めることは、そもそも馴染まない。

c

・この提案は、富山型デイサービス事業所の人的資源を最大限に活用した、富山県独自の地域活
性化の取組であり、特区制度に馴染むものとして提案しており、財政上の支援措置が認められるべ
きである。既存の制度や枠組みでは対応しにくい提案を活かすため、特区制度が設けられていると
考えており、運用面で配慮願いたい。
・障害福祉サービス（生活介護）の利用者が65歳になって介護保険サービス（通所介護）を利用する
場合、介護報酬に差が生じるという制度間のギャップを埋めようとする提案であるから、特区にこだ
わるものではなく、むしろ全国展開が望ましいものと考える。そもそも、加齢に伴う老化メカニズムや
その進行は個人差があるにもかかわらず、なぜ「65歳以上」の高齢者が第１号保険者なのかという
疑問が存在するが、地域共生加算（仮称）を創設することによって（制度間のギャップがなくなり）実
質的に問題が解消される。
・この提案は、障害福祉サービスと介護保険サービスの枠組みを越えて連携、対応することを求め
る趣旨であることから、引き続き相談させていただきたい。

・厚生労働省から、障害福祉サービス等に係る報酬につい
ては、全国一律のものとして決定されるべき性質のもので
あり、特区において限定的に特例を認めることはなじまな
い、との見解が示されており、協議を継続しても同様の議
論の繰り返しとなるため、今回の協議の中で結論を得るこ
とは困難であることから、一旦協議を終了する。

Ⅳ

1回目 C

 基準該当サービスの報酬について、定員超過の場合や人員欠如の場
合の減算も特例として設けていないにも関わらず加算の算定のみを認
めることは、報酬算定の構造上から指定事業者との公平性を欠くもので
あり適切でない。そもそも、基準該当サービスは、指定障害福祉サービ
スとしての基準は満たしていないものの、介護保険事業所等の基準を
満たす事業所で市町村が認めたものにつき、特例的に給付費が支給さ
れる仕組みであるため、指定基準を満たした上で、追加の支援や質の
高い事業者を上乗せして評価するものである加算の算定は制度上なじ
まないものである。

ｃ

・富山型デイ事業所が基準該当障害福祉サービスを提供するとは言え、決して指定事業者と比べ
てサービスの質が劣るものではない。これは、富山型デイ事業所において、障害者（児）の利用者
数が増えている（利用者に選択されている）ことから明らかである。また、富山県が求める加算は、
資格要件を必要としないものに限っている。
・基準該当障害福祉サービスは、地域に指定障害福祉サービスを受けることが困難な障害者が存
在するという現実の下に提供されている。富山型デイ事業所は、指定障害福祉サービスを補完して
いるため、指定障害福祉サービス事業所と同様の措置等があってしかるべきである。したがって、
加算のみを提案しているものではなく、合理的な配慮を求めている。その上、富山型デイ事業所
は、特区における規制の特例措置（地域共生型障害者就労支援事業）と相まって障害者の居場所
確保に重要な役割を果たしていることから、地域共生の実現（富山型デイ事業所における福祉的就
労者数H28:50人）のためには、規制の特例措置と併せ、加算適用拡大を措置し、施設外就労先と
なる富山型デイ事業所数を増やすことが必要である。

　すでに特区において実施されている規制の特例措置（地
域共生型障害者就労支援事業）にも密接に関連し、富山型
デイ事業所の整備・活用の促進により、障害者の雇用の機
会の更なる拡大につなげるためにも、加算のみに拘ること
なく、提供するサービスの実態に合わせた対応を求めるも
のであり、厚生労働省は自治体の見解を踏まえて再度検
討を行うこと。自治体は、求めている「合理的な配慮」に関
し、規制緩和の可能性も含め、より具体の提案について検
討すること。

Ⅳ

2回目 C

　基準該当障害福祉サービスは、指定障害福祉サービスとしての基準
は満たしていないものの、介護保険事業所等の基準を満たす事業所で
市町村が認めたものにつき、特例的に給付費が支給される仕組みであ
るため、指定基準を満たした上で支給される給付費と同様の扱いをする
ことはなじまない。
　算定が認められている食事提供体制加算は、障害者自立支援法施行
前の制度を踏まえて利用者保護の観点から経過的な措置として設けて
いるものであり、送迎加算は基準該当事業所も含めて基金事業として実
施していたものを報酬としたものであり、他の加算と同列に議論すること
は適切でない。
　なお、地域の特性等もあることから、サービスの質と利用者数の推移
については、必ずしも相関性があるとはいえないものである。

c

・特区制度は、地域の特性等を踏まえて、地域の実情に応じた創意工夫ある取組の普及促進を目
的としていることから、特例的に給付を認めることも差し支えないと考える。
・厚生労働省では、高齢者、障害児者、子どもがともに利用でき、身近な地域で必要な福祉・コミュ
ニティのための機能をコンパクトに１つの場所で担う、富山型デイサービスのような「共生型福祉施
設」の効果・効用を認め、その設置を推進しているが、指定障害福祉サービスとしての基準を満たさ
ないものとして基準該当障害福祉サービスに加算を認めない姿勢は、障害者の地域移行、あるい
は地域定着の阻害要因となりかねない。
・今回の見解では、共生社会の実現には繋がらないため、引き続き相談させていただきたい。

・厚生労働省から、基準該当障害福祉サービスに係る給付
費について指定基準を満たした上で支給される給付費と同
様の扱いをすること、また、加算の適用拡大について、食
事提供加算や送迎加算とは創設の経緯が異なり、同列に
議論することは適切ではない、との見解が示されている
が、加算に係る既存制度では不十分である理由、加算の
拡大の必要性等について、特区における現状を踏まえた
データを示した上で更なる協議を行う必要があり、これにつ
いて今回の協議の中で結論を得ることは困難であるため、
一旦協議を終了する。
　また、指定自治体においては、規制の提案の可能性も含
め、再検討すること。

Ⅳ

1回目 Ａ ２７年度概算
要求

　当該事業は、地方産業競争力協議会で特定する戦略分野に沿い、地
域のイノベーションを促進するため、都道府県の行政区域を越えた広域
の連携を前提として各地域ブロックに運営協議会を設置し、技術を用い
て下支えする公設試・大学等の基盤整備を進めることを目的としてい
る。静岡県の要望は、当該事業下で同県を含む関東ブロックの運営協
議会が上記戦略分野から同ブロック内の広域連携分野として絞り込ん
だ航空機産業分野との整合性及び設置機器の広域活用の観点で妥当
性が満たされていない。他方、今後の予算要求については、当該事業と
同じ目的で制度づくりをしていく予定であるが、支援対象は、地方産業
競争力協議会で特定された戦略分野であれば、静岡県の要望分野も含
めて運営協議会による特定を可能とすることについて検討を行うことと
する。

b  静岡県が整備するファルマバレー新拠点施設（公設のオープンイノベーション施設）など、地域の
オープンイノベーションを促進する施設も支援対象となるよう、あわせて検討をお願いします。

　経済産業省から、静岡県が新たに整備する研究施設に
導入する機器の整備を支援対象とすること等については平
成27年度の概算要求に向けて検討する旨の見解が示さ
れ、今後、指定自治体の要望の実現に向け対応することか
ら協議終了。経済産業省は、概算要求等に向け、指定自
治体と適宜情報交換等を行い対応すること。

Ⅱ

2回目

1回目 B  現行の制度でも、下水熱は対象となっており申請が可能。 b

 貴省の見解について了解しました。
ただし、今回提示させていただいた事例は、「まちづくりと一体となった下水熱有効利用」の全国モ
デルになると考えておりますので、「小規模な下水熱利用」の全国的な普及拡大のためには規模要
件の緩和が必要不可欠であると考えます。今回と同様なご相談が他にも多数あがってくるようでし
たら、規模要件の緩和について今一度ご検討をお願いいたします。

　経済産業省から、自治体の財政支援要望については既
存の「再生可能エネルギー熱利用加速化支援対策費補助
金」の活用により対応可能との見解が示され、指定自治体
の要望は実現可能となる見込みのため協議を終了する。
　但し、指定自治体と同様な要望が他自治体からも多数あ
り、指定自治体が再協議を希望する場合は改めて協議を
行うものとする。

Ⅰ

2回目

とやま地域
共生型福祉
推進特区

富山型デイサービ
ス施設支援事業

249 地域 10
とやま地域
共生型福祉
推進特区

富山型デイサービ
ス施設支援事業

地域共生ホーム（富山型デイサービス）施設の
設置促進のための支援事業

富山県 厚生労働省

指定居宅
サービスに
要する費用
の額の算定
に関する基
準

拡充

高齢者、障害者、児童等多様な利用
者を同時にケアする富山型デイサー
ビスでは、職員の負担が大きいこと
から、介護報酬上、「地域共生加算
（仮称）」の創設を求める。

介護保険法

基準該当事業所は、指定障害福祉
サービス事業者と同様のサービスを
行った場合、基金事業において都道
府県知事が必要と認めていた基準に
より実施される送迎を除き、報酬上
の加算が適用されていない。そのた
め、送迎に係る加算だけでなく、指定
障害福祉サービスで適用されるその
他の加算を、基準該当サービスでも
適用するよう求める。

厚生労働省
社会・援護局
障害保健福祉
部障害福祉課

障害者総合支
援法に基づく
指定障害福祉
サービス等及
び基準該当障
害福祉サービ
スに要する費
用の額の算定
に関する基準

263 地域 11
ふじのくに
先端医療総
合特区

医療機器等開発・
参入支援事業

県が新たに整備する研究開発拠点に設置する
機器に対して助成する。

静岡県、公
益財団法人
静岡県産業
振興財団

経済産業省

地域オープ
ンイノベー
ション促進
事業

拡充

県が整備する新たな研究施設を機
器整備の助成対象としてもらいた
い。また、総合特区独自の協議会を
設備機器購入を決定する協議会と認
め、県が直接購入し、公益財団法人
（ファルマバレーセンター）で維持・管
理できるようにしたい。

経済産業省
地域新産業戦
略室

地域オープン
イノベーション
促進事業

地域共生ホーム（富山型デイサービス）施設の
設置促進のための支援事業

富山県 厚生労働省

障害者自立
支援法に基
づく指定障
害福祉サー
ビス等及び
基準該当障
害福祉サー
ビスに要す
る費用の額
の算定に関
する基準

拡充250 地域 10

現行、下水熱利用の規模要件は「温
度差エネルギー利用」に位置付けら
れているものの、規模が大きすぎる
ため、まちなかでの下水熱利用シス
テムに補助金が見込めない。
また、下水熱は「再生可能エネル
ギー」に明確な位置付けがなされて
いない。

経済産業省
資源エネル
ギー庁
省エネルギー・
新エネルギー
部
新エネルギー
対策課

再生可能エネ
ルギー熱利用
加速化支援対
策費補助金

下水管から下水熱エネルギーを回収する技術
が開発され、熱需要の多いまちなかでの活用が
より身近になっている。下水熱の活用形態は地
中熱と同様であることから、地中熱利用と同様
な規模要件を設定することにより、普及促進を
図りたい。

豊田市 経済産業省

「再生可能
エネルギー
熱利用加速
化支援対策
費補助金」
における規
模要件に下
水熱枠の新
設

拡充285 地域 13

次世代エネ
ルギー・モ
ビリティ創
造特区

「再生可能エネル
ギー熱利用加速化
支援対策費補助
金」における規模要
件に下水熱枠の新
設



財政上の支援措置の改善提案に対する協議の結果（論点シート）
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［Ⅰ：実現が可能となったもの　Ⅱ：実現に向けて概算要求等の検討
がなされるもの　Ⅲ：要望内容の実現に向けて、条件や代替案等を
検討し協議を継続して行うもの　Ⅳ：見解の相違があり、要望実現の
方向性を導けるよう、引き続き協議を継続して行うもの、または見解
の相違により、協議を一旦終了するもの　Ⅴ：自治体が再検討を行

うもの、または提案の取り下げを行うもの］

国と地方の協議【書面協議】担当省庁の見解

［Ａ：概算要求等として引き続き検討（全国展開、特区含む）、Ｂ：現行制度で対応可能、Ｃ：対応しない、Ｚ：自治体が検討］

国と地方の協議【書面協議】指定自治体の回答

［ａ：了解、ｂ：条件付き了解、ｃ：受け入れられない、ｄ：その他］

1回目 B

　無電柱化については、現行の交付金事業で実施することが可能であ
る。
　また、事業費の縮減に資する多様な工法の導入に向けた検討や、地
上機器の民地設置に係る促進策や計画段階における住民参画などの
取り組みは重要であると考えており、地方整備局等に相談して頂ければ
これら取り組みについての助言を行って参りたい。

b

　京都市では，伝統建造物群保存地区や世界遺産周辺を中心に，重点整備対象地域を定めて，社
会資本整備総合交付金等の活用により，無電柱化の取組を集中的に進めています。今後，2020年
の東京オリンピック・パラリンピック等の機会を活かし，「観光立国・日本」を実現していくためには，
国際競争力の高い観光地を活用することが重要となります。加えて，今年度に策定を予定している
第7期無電柱化計画の一層の推進や，ユネスコ世界無形文化遺産の祇園祭を本来の姿に戻す「後
祭」の復活に伴う，「後祭」の本来の運行ルートの無電柱化の実施など，これまで以上にスピード感
を持って無電柱化事業を推進する必要があります。しかしながら，景観に配慮すべき地区は道路幅
員が狭隘な箇所も多く，施工性が悪く，他の幹線道路に比べ，整備費用が高くなる傾向にあり，更
に以下のような様々な課題を抱えています。
　まず，景観系の路線では，電力需要等が少ないことなどから，電線管理者等との合意が得られな
いことも多く，入線や電柱撤去費用も含めて京都市が要請者として整備費用を全額負担のうえ，京
都の歴史的景観を保全・再生するために整備を行っている事例も複数あります（花見小路通（祇園
地区），ねねの道（高台寺周辺），小川通）。また，同じく景観系の路線では，狭隘な整備箇所におい
ては，地上機器の設置箇所確保の困難さが無電柱化事業の進捗にも大きな影響を与えています。
加えて，狭隘な施工箇所であっても整備が可能となるよう，直接埋設や浅層埋設等の新たな技術
開発も重要であると考えております。
　交付金事業で実施可能な事業はもとより，上記の様々な課題を踏まえ，既存の制度を枠を超えて
無電柱化を推進する必要があり、本特区の政策課題の解決に向け，今後とも，新たな制度の検討
や当該制度を実施するうえでのモデル地区への選定などについて，引き続き，助言及び集中的な
支援をお願いするものです。

　京都市からは、現行の交付金事業で無電柱化に取り組
むことはもとより、現場の施工ニーズを踏まえ、既存の制度
の枠を超えた新たな取り組みの必要性が主張されていると
ころである。
　国土交通省からも、事業費の縮減に資する多様な工法の
導入に向けた検討や、地上機器の民地設置に係る促進
策、計画段階における住民参画などの取り組みは重要で
あるとの認識が示されており、地方整備局等を通じて、当
該取り組みについての助言を行っていく旨が示されている
ことから、両者は、問題意識、方向性を共有しているものと
判断できる。
　今後、京都市は課題解決に向けて地方整備局に相談、
調整などを行い、国土交通省は、京都市に対し必要に応じ
て助言等を行い協力すること。

Ⅲ

2回目

1回目 Z
 京都クロスメディア・クリエイティブセンター（ＫＣＣ）に対する支援を検討
するに当たり、同施設の具体的な活動内容等に係る具体的な情報をま
とめていただき、再度提示していただきたい。

d 　京都クロスメディア・クリエイティブセンター（ＫＣＣ）の活動実績及び京都市地域活性化総合特区
におけるコンテンツ分野の位置づけについて、追加資料を提出する。

　経済産業省から、京都クロスメディア・クリエイティブセン
ター（ＫＣＣ）の具体的な活動内容等に係る資料の提出を求
める見解が示されたが、指定自治体は同センターの活動
実績等についての追加資料を提出していることから、経済
産業省は、指定自治体から提示された回答に対して、その
内容を精査し、対応の可否や条件・代替案について検討
し、双方とも要望の実現に向けて、協議を継続して行うこ
と。

Ⅲ

2回目 Z

　「京都市地域活性化総合特区におけるコンテンツ分野の位置づけ」で
掲げられている課題及び解決策が抽象的であり、どのような課題及び解
決策を想定されているのか不明であるため、具体的な課題及び解決策
について網羅的に挙げられたい。また、民間ベースで対応すべき課題、
京都府・京都市で対応すべき課題と国でなければ対応が難しい課題と
いった区分がないため、国に対する要望内容の明確化が必要である。
かかる観点から整理・検討していだたいた上で、引き続き協議を行って
まいりたい。

a 　自治体側で具体的な課題及び解決策について整理・再検討し、国に対する要望内容を明確化す
るので、その段階で再度協議をお願いしたい。

　経済産業省から、具体的な課題及び解決策が不明であ
り、国に対する要望内容の明確化が必要であるとの見解が
示され、これについて指定自治体が了解していることから、
協議を終了する。指定自治体は、具体的な課題及び解決
策について引き続き整理・検討を行い、国に対する要望内
容を明確化すること。

Ⅴ

1回目 Z

　現在、文部科学省では平成27年度以降、アーカイブ化によるメディア
芸術の振興についてはモデル事業を実施することを検討しており、特区
側が要望しているような事業を全面的に支援することは困難である。今
後も、文化関係資料のアーカイブに関する今後の国の動きについては、
特区側とも適宜情報交換していくので、その中で特区における事業の在
り方について検討いただきたい。

b
　本提案のクロスメディア・デジタルアーカイブの構築に向けて、「地域発・文化芸術創造発信イニシ
アチブ」を含め、他の補助事業等での対応可能性について引き続き検討していくので、今後の相談
にあたって特段のご配慮をお願いしたい。

　文部科学省から、アーカイブ化によるメディア芸術の振興
について、指定自治体の提案を全面的に支援することは困
難であるものの、今後も指定自治体と適宜情報交換をして
いきたいとの見解が示され、これについて指定自治体が了
解していることから、協議を終了する。
　指定自治体は、「地域発・文化芸術創造発信イニシアチ
ブ」をはじめ、他の補助事業等での対応可能性について引
き続き検討すること。文部科学省は、指定自治体から他の
補助事業等での対応可能性を検討するに当たっての相談
があった場合には、丁寧な対応を行うこと。

Ⅴ

2回目

1回目 Z  コンテンツ産業振興基金の提案について、基金の運用方法等について
再度検討を求めることとする。 b 　基金の運用方法や他の補助事業での対応可能性等について引き続き検討していくので、具体化

した段階で再度協議をお願いしたい。

　経済産業省から、基金の運用方法等について指定自治
体が再度検討すべきであるとの見解が示され、これについ
て指定自治体が了解していることから、協議を終了する。
指定自治体は、基金の運用方法や他の補助事業での対応
可能性等について、引き続き検討すること。

Ⅴ

2回目

1回目 C  御提案内容を支援できる制度や取組がないため。 b
　デジタル教科書・教材の開発費用に係る支援制度がないことは了解した。
今後、特別支援教育を含めたデジタル教科書・教材の開発についてのスキーム等を再検討していく
ので、今後の相談にあたって特段のご配慮をお願いしたい。

　文部科学省から、デジタル教科書・教材の開発費用に係
る支援制度がないため対応が困難であるとの見解が示さ
れ、指定自治体が了解していることから、協議を終了する。
文部科学省は、今後、指定自治体から特別支援教育を含
めたデジタル教科書・教材の開発についてのスキーム等を
検討するに当たっての相談があった場合には、丁寧な対応
を行うこと。

Ⅴ

2回目

1回目 C
　都道府県及び市町村が医療及び介護の総合的な確保を図るための
財政支援措置として、総合確保推進法第6条に基づく基金が設けられた
ため、本事業は26年度限りで廃止することとした。

a 省庁回答について了解した。データベース構築に向けた助言等をお願いしたい。

　厚生労働省から、新たな基金の創設に伴い当該事業が
廃止される方針が示され、指定自治体が了解していること
から協議終了。指定自治体は「統合型医療情報データベー
ス」構築に向けた当該基金の活用や、DB構築後の情報の
活用方法等について、厚生労働省の助言を受けながら具
体的に検討すること。

Ⅴ

2回目

1回目 C

 総務省SCOPEでは情報通信分野における先端技術の開発研究を支援
する競争的資金である。提案課題は医療の現場で用いる「統合型医療
情報データベース」の作成である。現段階では基礎的な医療分野の
「データベース」の作成はICT分野における先端技術の開発課題である
SCOPEの対象に該当しないため。

a
　省庁見解については了解した。
　今後、戦略的情報通信研究開発推進事業「SCOPE」の制度内容を踏まえ、同事業の活用可能性
について関係機関と検討を行うこととする。

　総務省から、ＳＣＯＰＥはＩＣＴ分野における先端技術の開
発課題であり、当該提案はこれに合致しないため対応が困
難であるとの見解が示され、指定自治体が了解しているこ
とから協議終了。指定自治体は当該事業の活用可能性に
ついて再検討すること。

Ⅴ

2回目

拡充

先駆的な取組にあたり，無電柱化に
よる観光促進性や全国普及性など
の付加価値の高いモデル地区を選
定し，助言及び集中的な支援をいた
だきたい。

国土交通省
道路局
環境安全課

社会資本整備
総合交付金

厚生労働省

ICTを活用
した地域医
療ネット
ワーク事業

拡充

県内の医療情報を集約・統合し、画
期的な医薬品・医療機器等の創出を
めざす「統合型医療情報データベー
ス」の整備については、計画におい
て県内16医療機関の参画を予定して
いるため複数年度にわたる事業期間
を要することから、複数年度の補助
が採択されるよう取りはかられたい。

厚生労働省
医政局研究開
発振興課

ICTを活用した
地域医療ネット
ワーク事業

拡充

文化的・産業的価値のある我が国の
映画やゲーム等の貴重な文化関係
資料をデジタル・アーカイブ化するた
め，支援措置を実施。あわせてス
ピーディな実用化に向け著作権法を
緩和

文化庁
文化部芸術文
化課

文化関係資料
のアーカイブ
の構築に関す
る調査研究等

経済産業省
商務情報政策
局文化情報関
連産業課

288 地域 14
京都市地域
活性化総合
特区

美しい町並みと歴
史風土の保存・活
用，自然景観の保
全・再生

道路管理者への助成制度の拡充 京都市 国土交通省
社会資本整
備総合交付
金

292 地域 14
京都市地域
活性化総合
特区

国際的な文化芸術
創造拠点を形成す
るための取組の推
進

293 地域 14
京都市地域
活性化総合
特区

国際的な文化芸術
創造拠点を形成す
るための取組の推
進

295 地域 14
京都市地域
活性化総合
特区

国際的な文化芸術
創造拠点を形成す
るための取組の推
進

294 地域 14
京都市地域
活性化総合
特区

国際的な文化芸術
創造拠点を形成す
るための取組の推
進

運用益活用型の公的基金制度を創設し，運用
益により，パイロット版やプロトタイプ製作等を
集中的に支援

国，京都
府，京都
市，金融機
関等

経済産業省 新規

クリエイターの創造性やクロスメディ
ア展開を活かした新事業の創出を集
中的に促進するため，基金を造成す
るための無利子又は低利子の融資，
あるいは利子補給による支援措置

経済産業省
商務情報政策
局文化情報関
連産業課

新規

クロスメディア展開による新産業を創
出し，我が国のコンテンツ産業の海
外展開を促進するため，京都クロス
メディア・クリエイティブセンターの整
備を支援し，それに係る重点的な補
助制度等を創設

クロスメディア開発拠点，インキュベート施設，リ
エゾン・オフィス等を整備

京都府，京
都市，京都
クロスメディ
ア・クリエイ
ティブセン
ター

経済産業省 新規

協働事業で利用するクロスメディア・デジタル・
アーカイブを構築

国，京都
府，京都
市，立命館
大学，ＮＰＯ
法人映像産
業振興機
構，東映，
松竹，京都
文化博物
館，京都ク
ロスメディ
ア・クリエイ
ティブセン
ター等

文部科学省
（文化庁）

文化発信を
支える基盤
の整備・充
実

三重大学等 総務省
戦略的情報
通信研究開
発推進事業

拡充375 地域 28
みえライフ
イノベーショ
ン総合特区

みえライフイノベー
ションプラットホーム
整備事業①統合型
医療情報データ
ベース整備（研究開
発）

コンテンツのクロスメディア展開によ
る新たなビジネスモデルの創出に向
け，電子教科書，教材などコンテン
ツ，ＩＣＴを活用した新たな教育ツール
の研究開発，実証研究に対して財政
的支援を措置

文部科学省
生涯学習政策
局情報教育課
初等中等教育
局教科書課
初等中等教育
局特別支援教
育課

コンテンツとＩＣＴを活用した次世代の電子教科
書，教材等を開発することにより，学童，生徒の
論理力や思考力のみならず創造力や表現力，
コミュニケーション力の育成に資するとともに，
クロスメディア展開による新産業の創出を図る

京都府，京
都市等

文部科学省

374 地域 28
みえライフ
イノベーショ
ン総合特区

みえライフイノベー
ションプラットホーム
整備事業①統合型
医療情報データ
ベース整備（基盤整
備）

県内医療機関等の医療情報を集約した統合型
医療情報データベースを整備することにより、画
期的な医薬品や医療機器等を創出させる（基盤
整備に要するもの）。

三重大学等

医療情報DBでは、医療・健康・福祉
の向上や新産業・雇用の創出等をめ
ざして、患者に合わせたオーダーメイ
ド医療の提供や予防医療の推進、医
薬品・医療機器製造企業による臨床
研究への活用に向けた研究を予定し
ている。
　県民約30万人の医療情報による医
療情報DBは他に例を見ないもので
あり、三重モデルとして全国の先駆
的取組となり得る可能性がある。
　この研究開発の財政的支援として
貴省の戦略的情報通信研究開発推
進事業の応募を検討しているが、現
在設定されている研究開発経費の
上限額について特区事業に限り撤廃
されたい。

総務省
情報通信国際
戦略局技術政
策課

戦略的情報通
信研究開発推
進事業

県内医療機関等の医療情報を集約した統合型
医療情報データベースを整備することにより、画
期的な医薬品や医療機器等を創出させる（研究
開発に要するもの）。



財政上の支援措置の改善提案に対する協議の結果（論点シート）

整理
番号

国
際・
地域
の別

指定
No

総合特区名
称

事業名 事業内容 実施主体 所管省庁名 国の制度名
新規
拡充

新規・拡充内容 回数 対面協議

担当省庁・担
当課

国の予算制度
名等

対応 実施時期
理由・根拠となるデータ・法令解釈・条件／代替案の内容とその妥当性・

論点など
※対応の但し

書き
対応 理由等 内閣府コメント

内閣府
整理

内閣府記載欄

［Ⅰ：実現が可能となったもの　Ⅱ：実現に向けて概算要求等の検討
がなされるもの　Ⅲ：要望内容の実現に向けて、条件や代替案等を
検討し協議を継続して行うもの　Ⅳ：見解の相違があり、要望実現の
方向性を導けるよう、引き続き協議を継続して行うもの、または見解
の相違により、協議を一旦終了するもの　Ⅴ：自治体が再検討を行

うもの、または提案の取り下げを行うもの］

国と地方の協議【書面協議】担当省庁の見解

［Ａ：概算要求等として引き続き検討（全国展開、特区含む）、Ｂ：現行制度で対応可能、Ｃ：対応しない、Ｚ：自治体が検討］

国と地方の協議【書面協議】指定自治体の回答

［ａ：了解、ｂ：条件付き了解、ｃ：受け入れられない、ｄ：その他］

1回目 B
 平成26年度「ロボット介護機器開発・導入事業」の公募において、当該
事業に関して提案があり、第三者委員による審査の結果、採択されたた
め、同事業の予算内で対応可能。

a  実際に提案が採択され、今年度の事業が実施できる見込みとなったため了解としたい。
　経済産業省から、既存のロボット介護機器開発・導入促
進事業の活用により対応可能との見解が示され、指定自
治体の要望は実現可能となるため協議終了。

Ⅰ

2回目

1回目

経済産業省
資源エネル
ギー庁・電力
基盤整備課

C
　安定供給のための送電設備については、電気事業法上、電力会社が
これを設置し、その費用を電気料金で回収する制度となっているため、
財政上の支援にはなじまない。

c

　電気事業法の趣旨については理解したが、本提案は有事の際に災害拠点施設や協力協定を締
結し物資供給拠点等となる施設への電力供給を可能とする事前の防災対策としての送電線整備に
対する支援措置を求めるものである。
　
　平成26年４月に策定された「エネルギー基本計画」においても、第3章第7節「国内エネルギー供給
網の強靭化」の「２「国内危機」(災害リスク等）への対応強化」の「（２）需要サイドの強靭化」におい
て、「再生可能エネルギー等による分散型エネルギーシステムは、危機時における需要サイドの対
応力を高めるものであり、分散型エネルギーシステムの構築を進めていく。」との記載がある。
　さらに、国土強靭化基本計画の第3章国土強靭化の推進方針の２の（４）エネルギーにおいて「地
域内でのエネルギー自給力の強化」、「コージェネレーション、燃料電池、再生可能エネルギー等の
地域における自立・分散型エネルギーの導入を促進する」との記載がある。
　
　本提案による取組は、エネルギー基本計画や国土強靭化基本計画の推進方針とも合致したもの
と考えられることから、これらの視点から支援の可能性についての見解を伺いたい。

　経済産業省から、本提案は財政上の支援にはなじまな
い、と回答されているところであるが、指定自治体より、エ
ネルギー基本計画や国土強靭化基本計画の視点における
支援の可能性についての見解を伺いたい、と回答があっ
た。
　しかし、経済産業省の財政上の支援にはなじまないとす
る見解と、指定自治体の回答には大きな隔たりがあること
から、一旦協議を終了する。

Ⅳ

1回目 内閣府防災担
当 C

　本提案については、特区から提示された提案内容では内閣府設置法
第４条第３項に規定されている当府の所掌事務であると判断できないた
め、当府ではご提案の新規の予算制度を検討することはできない。 c

　本提案は有事の際に災害拠点施設や協力協定を締結し物資供給拠点等となる施設への電力供
給を可能とする事前の防災対策としての送電線整備に対する支援措置を求めるものである。
　
　国土強靭化基本計画では、第３章国土強靭化の推進方針の２の（４）エネルギーにおいて、「地域
内でのエネルギー自給力の強化」、「コージェネレーション、燃料電池、再生可能エネルギー等の地
域における自立・分散型エネルギーの導入を促進する」との記載がある。
　さらに、45の「起きてはならない最悪の事態」のうち、15の重点化プログラムとして「電力供給ネット
ワーク（発変電所、送配電設備）や石油・LPガスサプライチェーンの機能の停止」が位置づけられ、
「エネルギー供給源の多様化のため、再生可能エネルギー等の自立・分散型エネルギーの導入を
促進する」とされている。
　
　貴省見解では、内閣府設置法第４条第３項に規定されている所掌事務と判断できないとのことで
あるが、本提案による取組は、国土強靭化基本計画の推進方針とも合致したものと考えられること
から、国土強靭化法等、災害予防、大規模災害が発生する恐れがある場合における災害への対処
という視点から支援の可能性についての見解を伺いたい。

　内閣府防災担当から、本提案は所掌事務であると判断で
きず、新規の予算制度を検討することはできない旨回答さ
れているところであるが、指定自治体より、国土強靭化基
本計画等、災害予防、大規模災害が発生する恐れがある
場合の災害への対処という視点からの支援の可能性につ
いての見解を伺いたい、と回答があった。
　しかし、指定自治体の提案内容は所掌事務であると判断
できず、新規の予算制度を検討することはできないとする
内閣府防災担当の見解と、指定自治体の回答には大きな
隔たりがあることから、一旦協議を終了する。

Ⅳ

2回目

1回目 B

 ふ頭用地内の上屋の整備については、既存の制度として起債事業で
実施可能である。これまで当該施設の整備は、使用料収入で費用を回
収すべきとの観点から国庫補助ではなく起債事業で実施してきたとこ
ろ。
　ご提案の補助制度の創設については、必要性、緊急性、代替性、公益
性等について慎重に検討を行う必要があり、現時点での補助制度創設
は困難な状況である。

b

   6月11日の国と地方の実務者協議において、国土交通省から、今回の提案について、特区制度
において従来は全国的な展開に踏み切れない規制・制度改革を区域限定で実施することが認めら
れるというのであれば、地域独自の限定的な特別な事業制度として検討することも考えられるとの
見解をいただいたところである。
　本県としては、本提案はまさに政策課題解決に有効な先駆的な取り組みで、国内有数の造船関
連産業という地域独自の地域資源を活用した支援になると考えており、特区制度が地域限定的な
特別な制度づくりを予定しているものであるか否かについて、内閣府の見解をお伺いしたところ、
「従来は全国的な展開に踏み切れない規制・制度改革を区域限定で実施することは可能」である旨
の見解をいただき、さらに次の3つの観点を満たす必要があるとの回答を得たところである。

　　・解決すべき政策課題が明確であること
　　・当該特区で行うことで政策課題解決の実現性が高いこと
　　・単に財政支援を求めるものではなく既存の施策体系の改善に繋がるものであること

　本提案については、上記3つの観点を具備しているが、国土交通省より、本提案の補助制度の創
設には、現時点では必要性等について慎重に検討を行う必要があるとの見解が示され、提案の実
現には時間を要すると考えられることから、今後、海洋産業の競争力強化を軸とした地域活性化に
向け、国土交通省において、港湾コストの削減のための既存の予算制度の拡充など、起債事業以
外の支援の可能性について引き続き検討頂くことを条件として、了解とする。

　国土交通省から、ふ頭地内の上屋の整備については、既
存の起債事業を活用することで実現可能と回答されたとこ
ろ。しかしながら、指定自治体は港湾コストを削減するため
に、整備段階での国費による支援が必要であるとし、既存
の予算制度の拡充や利用の円滑化を求めている。このこと
を踏まえ、国土交通省においては、起債事業以外の支援
の可能性について引き続き検討を行うこととする一方、指
定自治体においても、政策課題や施策体系の改善に繋が
る提案であることの論拠を明確にした上で、双方で要望の
実現に向けて、条件等の更なる調整の協議を継続して行う
こと。

Ⅲ

2回目

1回目 Ａ 可能な限り早
期

 長崎県ご提案の「実証フィールド整備のための事前調査」を実施するこ
とにより、実証フィールドの利用が加速するのであれば、是非実施すべ
きである。このため、「同調査を実施する場合としない場合で、実証
フィールドの利用状況がどのように異なると予想されるか」についてご説
明願いたい。

a

 「実証フィールド整備のための事前調査」の実施により、実証試験実施に必要となる種々の基礎情
報が蓄積される。実証フィールド利用者はその情報の活用により実証試験の期間短縮ができ、より
具体的な実証試験計画の策定が可能となるなど、事前調査は実証試験内容の迅速化、充実化に
寄与するものである。このように、実証フィールドとしての競争力が強化されることを通じて、利用者
の更なる確保や利用率の向上が期待され、ひいては、実証フィールドの良好な稼働を通じて、開発
コストの大幅な低減、民間の参入意欲の向上、我が国の海洋産業の国際競争力強化に資するもの
である。

　内閣官房総合海洋政策本部事務局から、概算要求等と
して引き続き検討するとの見解が示された。
実証フィールド整備のための事前調査を実施するために
は、海洋政策に関する戦略的経費の拡充が必要であるた
め、
内閣官房総合海洋政策本部事務局は、概算要求や総合特
区推進調整費の活用等による予算の獲得に向け、
指定自治体と適宜情報交換等を行い、要望の実現に向け
対応することとし協議を終了する。

Ⅱ

2回目

拡充

同事業の支援対象は、H26.2改訂「ロ
ボット技術の介護利用における重点
分野」により定められているが、これ
により現在は支援対象とされていな
いコミュニケーションロボットについ
て、新たに支援対象としていただきた
い。

経済産業省
製造産業局産
業機械課

ロボット介護機
器開発・導入
促進事業

406 地域 34

ふじのくに
防災減災・
地域成長モ
デル総合特
区（内陸フ
ロンティアを
拓く取組）

木質バイオマス発
電を中心とした産業
拠点整備事業（電
力供給施設整備）

木質バイオマス等の新エネルギーで発電した電
力を、災害時において総合特区内の災害・停電
時における協力協定を締結している特定施設
（避難所や物資供給拠点等）に対して融通する
ため、災害時専用線の整備を図る。

バイオマス
発電事業
者、小山町

400 地域 33
さがみロ
ボット産業
特区

生活支援ロボットの
実証実験等の実施
（介護・医療ロボッ
ト）

本特区では、民間企業等が行う研究開発や実
証実験を支援することにより介護・医療ロボット
の実用化を促進する。具体的には、財政支援に
より研究開発や実証実験を実施する際のコスト
を低減するとともに、規制緩和によりロボットの
研究開発や実証実験を行いやすい環境を整
え、介護・医療ロボットの実用化を促進する。
その中で今回の財政支援措置要望は、区域内
で進行中のプロジェクトのうち、事業の熟度が
高い１つの取組(※)を念頭に置き、財政支援を
求めるものである。

※コミュニケーションロボット：認知症患者を含
めた高齢者向けの新たな人型会話ロボット。高
齢者の運動機能向上やＱＯＬの維持向上に活
用可能であり、介護従事者の負担軽減等に資
する。

富士ソフト
(株)

経済産業省

ロボット介
護機器開
発・導入促
進事業

船舶建造に必要な資材貨物を蔵置することを目
的に、埠頭内に倉庫を整備するため、倉庫の整
備費用に国庫補助事業を活用する。

長崎県 国土交通省

造船関連技術の海
洋エネルギー分野
での活用（海洋再生
可能エネルギー実
証フィールド整備の
ための事前調査）

社会資本整
備総合交付
金

拡充

県所有地に建設する倉庫の整備費
用を国庫補助事業で実施すること
で、造船企業は工場近辺に造船建
造資材を蔵置することができ、物流コ
ストの削減が可能。

国土交通省
港湾局計画課

起債事業

実施計画策定、環境影響評価等調
査、関連法規等検討、詳細費用算定
の実施

433 地域 37
ながさき海
洋・環境産
業拠点特区

432 地域 37
ながさき海
洋・環境産
業拠点特区

保税手続きの簡素
化等による物流コス
ト削減（倉庫の整
備）

経済産業省
内閣府

新規

新エネルギーで発電した電力を、特
定施設に対して融通するための、災
害時専用線の整備に対する財政上
の支援措置を求める。

内閣官房総合
海洋政策本部
事務局

海洋政策に関
する戦略的経
費

内閣官房が実施予定である海洋再生可能エネ
ルギー実証フィールド整備の事前調査経費とし
て活用する（ただし、本県の海域が実証フィール
ドとして国に採択されることが前提）。内閣官房
総合海洋政策本部の「海洋政策に関する戦略
的経費」に拡充することで、本県が提案する広
大な海域について、地元や利用事業者にニー
ズに応じた調査項目の充実を図ることが可能と
なる。調査内容：実施計画策定、環境影響評価
等調査、関連法規等検討、詳細費用算定

内閣官房総
合海洋政策
本部

内閣官房総
合海洋政策
本部

海洋政策に
関する戦略
的経費

拡充



財政上の支援措置の改善提案に対する協議の結果（論点シート）

整理
番号

国
際・
地域
の別

指定
No

総合特区名
称

事業名 事業内容 実施主体 所管省庁名 国の制度名
新規
拡充

新規・拡充内容 回数 対面協議

担当省庁・担
当課

国の予算制度
名等

対応 実施時期
理由・根拠となるデータ・法令解釈・条件／代替案の内容とその妥当性・

論点など
※対応の但し

書き
対応 理由等 内閣府コメント

内閣府
整理

内閣府記載欄

［Ⅰ：実現が可能となったもの　Ⅱ：実現に向けて概算要求等の検討
がなされるもの　Ⅲ：要望内容の実現に向けて、条件や代替案等を
検討し協議を継続して行うもの　Ⅳ：見解の相違があり、要望実現の
方向性を導けるよう、引き続き協議を継続して行うもの、または見解
の相違により、協議を一旦終了するもの　Ⅴ：自治体が再検討を行

うもの、または提案の取り下げを行うもの］

国と地方の協議【書面協議】担当省庁の見解

［Ａ：概算要求等として引き続き検討（全国展開、特区含む）、Ｂ：現行制度で対応可能、Ｃ：対応しない、Ｚ：自治体が検討］

国と地方の協議【書面協議】指定自治体の回答

［ａ：了解、ｂ：条件付き了解、ｃ：受け入れられない、ｄ：その他］

1回目 B

 ＣＯ２冷凍・冷蔵ショーケースの開発
【戦略的省エネルギー技術革新プログラム】
開発リスクの高い革新的な省エネルギー技術について、シーズ発掘か
ら事業化までフェーズに応じて支援を行う提案公募型研究開発を戦略
的に実施している。
本年度は１次公募を4/7～5/9に実施したが、7月頃を目処に2次公募を
予定している。なお、特区からの申請については、加点評価を行うことと
している。

【省エネルギー型代替フロン等排出削減技術実証支援事業】
　代替フロン等３ガスの排出削減に資する先進的技術（低温室効果・ノ
ンフロン冷媒の冷凍・冷蔵技術等）の確立・ノンフロン製品の商業化に向
け、民間で行われる先導的な現場実証事業に対し、その対象機器等に
応じ一定規模の補助を行う。

b
　省エネルギーの観点による見解については了解するが、今回の要望「ＩＣＴを活用した高効率・省
エネルギー型の院内管理体制の確立を対象とした補助事業の創設」の要点となる「ＩＣＴ活用」によ
る見解を聞きたいため、他の関係省庁も含め、再協議を求める。

　経済産業省から省エネルギーの観点から【戦略的省エネ
ルギー技術革新プログラム】及び【省エネルギー型代替フ
ロン等排出削減技術実証支援事業】により実現可能と回答
され、指定自治体は「ICT活用」の観点からも事業を推進し
ようと考えているところであり、経済産業省から提案のあっ
た制度の活用も含め、要望の実現に向け、どの省庁と協議
等を行うかを検討すること。

Ⅲ

2回目

444 地域 38

群馬がん治
療技術地域
活性化総合
特区

ICTを活用した高効
率・省エネ型薬剤温
度管理体制の確立

ＩＣＴ技術および高効率型冷凍・冷蔵ケースの技
術を用い、『自然系冷媒を利用した高効率・省エ
ネ型薬剤温度管理システム』の開発を実施する
もの

群馬大学
（医学部、
工学部）、
群馬県立が
んセン
ター、群馬
産業技術セ
ンター、凸
版印刷
（株）、トッ
パンフォー
ムズ（株）、
サンデン
（株）

経済産業省 新規
ICTを活用した高効率・省エネ型の院
内管理体制の確立を補助対象とした
新たな国制度の創設

経済産業省
省エネ新エネ
部省エネ対策
課
製造産業局
オゾン室

ＣＯ２冷凍・冷
蔵ショーケース
の開発
【戦略的省エネ
ルギー技術革
新プログラム】
【省エネルギー
型代替フロン
等排出削減技
術実証支援事
業】
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